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政務活動費の使途、手続等に関する指針

（政務活動費ガイドライン）について

この指針は、徳島県政務活動費の交付に関する条例（平成１３年徳島県条例第２６号）

第２条第２項の規定に基づき定めるものであり、会派又は議員は、同条第３項の規定によ

り政務活動費の使用に当たってはこの指針に従わなければならない。

Ⅰ 政務活動費の概要

１ 制度の目的

地方分権一括法の施行により、地方公共団体の自己決定権や、自己責任が拡大する中で、政策

立案機能の強化など地方議会が担う役割は、ますます重要なものとなっています。

そうした中、会派又は議員は、単に議会の本会議や委員会に出席し、県政に関する質問や議案

の審議を行うといった議会活動にとどまらず、以下のような様々な活動を行っています。

(1)県の事務、議会で審議する案件等について行う調査研究及び情報収集のための活動

(2)国会又は地方公共団体の議会の議員、行政関係者、民間団体関係者等との間において行う

意見交換、情報収集のための活動

(3)地域住民からの県政に関する要望及び意見の聴取並びに地域住民との意見交換のために行

う活動

(4)議会活動、県政に関する政策等を住民に対して広報するための活動

(5)県民及び地域住民等から意見を聴取するための活動

(6)地域のための予算獲得や、県政の課題解決のための国等に対する要請陳情のための活動

(7)その他議長が必要と認める活動

政務活動費とは、会派又は議員が行うこうした県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反

映させる活動その他の県民の福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という ）。

に対し、会派に交付されるものです。

２ 制度の経緯

地方議員の活動基盤の充実強化については、全国都道府県議会議長会をはじめとする地方団体

から国に対して強い要望がなされ、平成１２年５月に政務調査費の制度化等を内容とする「地方

自治法の一部を改正する法律」が成立し、平成１３年４月１日に施行されました。

本県では、この地方自治法の改正を受け 「徳島県政務調査費の交付に関する条例」が、平成、

１３年２月定例会において議員提出議案として提案可決されるとともに、条例の施行に関して必

要な事項を定めるため 「徳島県政務調査費の交付に関する規程」が制定され、いずれも平成１、

３年４月１日から施行されました。

、 、 、 、さらに 平成２０年２月定例会において 使途の透明性を高めるため 収支報告書提出の際に

領収書等の証拠書類の写しの添付を義務付けるとともに、事業実績報告書を議長あて提出する等

の条例改正が行われました。
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また、平成２２年２月定例会において、制度の簡素化を図るため、交付対象を議員個人のみと

するとともに、議員一人当たりの交付額を減額する等の条例改正が行われました。

また、平成２４年８月に「政務調査費」を「政務活動費」とする「地方自治法の一部を改正す

る法律」が成立し、平成２５年３月１日に施行されました （本県適用は平成２５年度交付分か。

ら ）この改正で 「その他の活動」を明記したことにより「調査研究に資する活動」の範囲を。 、

明確にするとともに、調査研究に限定しない「議員活動」という考え方を前提とした制度が実現

されました。

、 、 、平成２６年１０月には 政務活動費の不正受給により ２名の現職議員が辞職したことを受け

県議会としては、県民の信頼回復に向けて、事務局に対する領収書の原本提出や、印刷費を計上

した場合の成果物の提出といった使途の透明性を図る改革を直ちに実施するとともに、翌年の改

選後ただちに、政務活動費制度の抜本的な見直しを議論することになりました。

平成２７年５月に県議会に設置した「政務活動費のあり方検討会議」で協議を重ね、平成２７

年１０月に条例改正を行うとともに、規程及び指針の改正・改訂が行われ、政務活動費の交付対

、 、 、象は会派のみとなり 議員に対する政務活動費は 会派から精算払いで交付されることになる等

政務活動費の適正執行及び使途の透明性の確保に向けた見直しが行われました。

なお、交付対象が議員から会派に変更されることや、前金払いから精算払いに変更されること

、 、 、 （ ）から 改正後の条例 規程及び指針の施行日は 平成２８年４月１日 平成２８年度交付分から

とし、使途の透明性の確保を図るという改正の趣旨を踏まえ、具体的な活動報告や支出内容の詳

細記載、添付書類の充実等については、平成２７年度交付の政務活動費から取り組むこととしま

した。

また、領収書等のホームページ公開についても、平成２７年度交付の政務活動費から実施する

こととしました。

３ 根拠法令等

政務活動費に関係する法令等は、次のとおりです。

１ 地方自治法（第100条第14項、第15項及び第16項）

２ 徳島県政務活動費の交付に関する条例（以下「条例」という ）。

３ 徳島県政務活動費の交付に関する規程（以下「規程」という ）。

＜ 根 拠 法 ＞

地方自治法第１００条（抜粋）

第１４項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査

研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又

は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務

活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができ

る経費の範囲は、条例で定めなければならない。

第１５項 前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところに

より、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

第１６項 議長は、第１４項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努

めるものとする。
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４ 制度の概要

政務活動費の交付制度の概要は、次のとおりです。

交 付 対 象 会派（所属議員が１人の場合を含む） 条例第３条

交 付 額 月額２０万円×各会派の月の初日における所属議員数 条例第４条

交 付 方 法 四半期毎 条例第７条

使 途 使途基準に従い使用しなければならない。 条例第２条

（本指針（ガイドライン）を含む ）。

収 支 報 告 書 １ 収支報告書並びに政務活動の実施内容を記載した書面 条例第８条（ ） 、

領 収 書 等 領収書等及び支払証明書の写しを、年度の終了日の翌日か

訂 正 報 告 書 ら起算して３０日以内に議長に提出しなければならない。

（２）会派が消滅した場合は （１）の書類を会派が消滅し、

た日の翌日から起算して３０日以内に議長に提出しなけれ

ばならない。

（３ （１）又は（２）により提出された書類について訂正）

をしようとするときは、当該訂正に係る報告書を議長に提

出しなければならない。

証 拠 書 類 等 会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類 規程第７条

の 整 理 保 管 等を整理保管し、５年間保存しなければならない。

透明性の確保 議長は、収支報告書及び訂正報告書並びにこれらに係る政務 条例第９条

活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の

写し（以下この表において「収支報告書等」という ）が提。

出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適

正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努める

ものとする。

政 務 活 動 費 （１）会派が消滅した場合は、会派が消滅した日の属する月 条例第10条

の 返 還 の翌月分以降の政務活動費を返還しなければならない。

（２）会派の所属議員が減少したときは、当該四半期におい

て既に交付を受けた政務活動費の額から当該四半期におい

て交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額に相当す

る額を返還しなければならない。

（３）交付を受けた総額に残余がある場合は返還しなければ

ならない。

収 支 報 告 書 （１）何人も、収支報告書を提出すべき期限（訂正報告書に 条例第11条

等 の 閲 覧 あっては、議長に提出された日）の翌日から起算して６０ 規程第８条

日を経過した日の翌日から収支報告書等の閲覧を請求する

ことができる。

（ ） 、 、２ 議長は 収支報告書等に記載されている情報について

徳島県情報公開条例第８条第１号及び第２号に掲げる非公

開情報を除き閲覧に供するものとする。
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５ 基本的な考え方

（１）政務活動費の充当に当たっての原則

○実費弁償の原則

政務活動は、会派又は議員の自発的な意志に基づいて行われるものであることから、政

務活動費は、社会通念上妥当と考えられる範囲のものであることを前提とした上で、会派

又は議員が行う政務活動に要した費用の実費に充当（実費弁償）することを原則とする。

○説明責任の原則

使途についての指針（本ガイドライン）は、充当に際しての判断基準を示すものである

が、政務活動の形態は、それぞれの会派及び議員により異なるため、個々の支出内容に係

る充当適否の最終的な判断は会派及び議員が行うことになる。

政務活動費が公費であることを十分認識し、会派及び議員は、その使途については、そ

の目的及び内容が適正なものであることを県民に対し自ら説明責任を果たさなければなら

ない。

○透明性の原則

政務活動について、県民の理解が得られるためには、透明性が確保されていることが

前提となり、県民への説明責任を果たすためには、会派及び議員において、全ての支出に

係る証拠書類等を整理・保存しておかなければならない。

（２）按分の考え方

一般に議員の活動は、政務活動のほか、その他の議員活動（政党活動、後援会活動等）

や私的活動などが混在する場合があり、一つの活動が政務活動としての性格とそれ以外

の諸活動の性格を同時に有し、渾然一体となっていることが多い。

そのため、政務活動とその他の議員活動等とが混在する場合、合理的かつ客観的に説明

することができる場合は、その割合（活動実績に応じた割合）で按分するものとし、合理

的に説明することが困難な場合は、次を上限とする割合でもって適切に按分するものとす

る。

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／４

※後援会活動と按分した場合は、政治資金規正法の規定に基づく政治団体の収支報告との

整合に留意して下さい。
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Ⅱ 使途基準

（条例第２条第１項）１ 使途基準

項 目 内 容 具体的な政務活動例 経費の例示

調査研 会派又は議員が行う県の ・県内･外調査及び海外調査（視察を含む ）。
究費 事務、地方行財政等に関 ・各種議員連盟（政策の勉強や提言を目的とするも

する調査研究（視察を含 のに限る ）活動。
む ）及び調査の委託に ・国等からの説明聴取。
要する経費 ・住民へのアンケート調査

・学識経験者及び研究機関等への調査委託

旅費(交通費、宿泊費)、報告書作成費、資料印刷
代、会費、参加負担金、委託費、文書通信費 等

研修費 １ 会派又は議員が行う １ 会派又は議員が主催する研修会、講演会等の開催
研修会、講演会等（共

。） 、 、 、 、同開催の場合を含む 会場費･機材借上費 講師謝金 会費 文書通信費
に要する経費 交通費、宿泊費 等

２ 団体等が開催する研 ２・研修会､講習会､ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ､ｾﾐﾅｰ､講座等への参加
修会（視察を含む 、 （視察を含む ）。） 。
講演会等への議員及 ・研修会、講演会等への職員の派遣
び会派又は議員の雇用
する職員の参加に要す 旅費（交通費、宿泊費 、会費、参加負担金、文書）
る経費 通信費 等

広聴広 会派又は議員が行う県政 ・県政報告会の開催
報費 に関する政策等の広聴広 ・県民、地域住民等からの意見聴取

報活動に要する経費 ・政務活動、県政及び国政の課題等の広報活動
・広報紙の発行
・政策・理念をＰＲするリーフレットの作成
・ホームページの作成･維持

広報紙･報告書等印刷製本費、広報紙･ホームペー
ジ作成委託費等、文書通信費、交通費 等

要請陳 会派又は議員が行う要請 ・中央省庁、国会議員等への要請陳情活動（各種議員
情等活 陳情活動、住民相談等の 連盟活動を含む ）。
動費 活動に要する経費 ・住民相談、住民との意見交換等

・要望書の作成

、 、 （ 、 ）資料印刷費 文書通信費 旅費 交通費 宿泊費
等
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項 目 内 容 具体的な政務活動例 経費の例示

会議費 １ 会派又は議員が行う １ 会派又は議員が行う勉強会、政策立案のための会
各種会議、住民相談会 議、各種打ち合わせのための会議、各種会合、住民
等に要する経費 相談会（会議として開かれるもの ）等の開催。

（ 、 、 、会議開催経費 会場費 機材借上費 資料印刷代
講師謝金、会議用茶菓代 等 、旅費（交通費、宿）
泊費 、文書通信費 等）

２ 団体等が開催する意 ２・国･県･市町村･各種団体が主催する意見交換会等
見交換会等の各種会議 への参加

、 、 、 、への議員の参加に要す ・団体 企業 学校 個人等が開催する意見交換会
る経費 各種会合、式典等への参加

・JA、漁協、土地改良区及び森林組合の総会への出
席、町内会、老人クラブ、青年団、壮年会及び婦
人会の会合への出席、県有施設及び県道等の起工
式・竣工式への出席及び県等が主催する海外友好
訪問団への参加等

、 、 （ 、 ）会議参加費 文書通信費 旅費 交通費 宿泊費
等

資料作 会派又は議員が行う活動 ・資料作成（調査研究活動等以外のもの ）。
成費 に必要な資料を作成する

ために要する経費 印刷製本費、原稿料、写真代、パネル作成料、資
料作成委託費、翻訳料 等

資料購 会派又は議員が行う活動 ・新聞、雑誌購読料（電子データを含む ）。
入費 のために必要な図書、資 ・専門図書、法規集、電子書籍等の購入（CD-ROM等を

料等の購入、利用等に要 含む ）。
する経費 ・会員制オンライン情報提供サービスの利用

書籍購入費、新聞雑誌購読料、追録代、有料デー
タベース利用料 等

事務所 議員が行う活動のために ・事務所の借り上げ
費 必要な事務所の設置及び ・事務所専用回線の敷設

管理に要する経費 ・警備会社との警備委託契約
・電気、ガス、水道の使用

事務所賃貸料、管理運営費（光熱水費 、警備委託）
経費 等

事務費 会派又は議員が行う活動 ・事務用品の購入、電話の使用
に係る事務の遂行に要す ・事務用機器（パソコン等）の購入
る経費 ・インターネット接続業者との契約

・コピー機等のリース

事務用品･備品･消耗品購入費､備品維持費､文書通
信費 等

人件費 会派又は議員が行う活動 ・政務活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用
を補助する職員を雇用す
る経費 常時雇用職員の給与、各種手当及び社会保険料、

臨時雇用職員の賃金及び社会保険料
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２ 政務活動費としての支出が不適当な例

（１）政党活動経費への支出

・党大会への出席

・政党（県連等）活動経費

・政党構成員として招待された式典、会合への出席

・政党の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷・発送経費

・政党組織の事務所の設置維持経費（人件費を含む ）。

・党費及び党大会の賛助金、党大会参加費、党大会参加旅費等

・政党の役員経費（専従役員に対する給与、各種手当等）等政党の経費

（２）選挙活動経費への支出

・衆･参議院選挙や首長・地方議員選挙等に当たっての各種団体への支援依頼活動、

選挙ビラ作成

・上記以外の選挙関係に係る経費、選挙活動費（公認推薦料、陣中見舞い等）

（３）後援会活動経費への支出

・後援会活動に要する経費

・後援会の広報紙、パンフレット、ビラ等の印刷・発送等経費

・後援会活動としての報告会等の開催経費

（４）私的経費への支出

・団体役員や経営者としての資格など個人としての社会的地位により招待された式典、

会合への出席

・慶弔餞別費等（病気見舞い、香典、祝金、餞別、寸志、中元・歳暮等の費用、慶

弔電報、年賀状等時候の挨拶状の購入又は印刷等の経費）

・冠婚葬祭等への出席に要する経費（葬儀、結婚式、祭祀・祭礼等）

・宗教活動（檀家総代会、報恩講、宮参り等）

・私的用務による観光、旅行、親睦会、レクリエーション等に要する経費

・私的目的のために使用する経費

（５）会費として支出するのに適しない例

政務活動費から支出するのに適しない会費の例は、前記の政務活動費からの支出が

不適当である経費の事例とも関連しますが、次のとおりです。

・団体の活動が政務活動に寄与しない場合、その団体に対して納める年会費・月会費

・個人の立場で加入している団体などに対する会費等

町内会費、公民館費、壮年会費、ＰＴＡ会費、婦人会費、スポーツクラブ

会費、商工会費、同窓会費、老人クラブ会費、ライオンズクラブ・ロータ

リークラブの会費等

・政党（県連等）本来の活動に伴う党大会費、党費、党大会賛助金等

・議会内の親睦団体（議員野球部、ゴルフクラブ等）の会費

・他の議員の後援会や政治資金パーティーなど選挙活動のための会合に出席する会費

・宗教団体の会費

・冠婚葬祭の経費（結婚式の祝儀・会費、香典、祭祀・祭礼の経費等）

・政務活動に資する実質的な意見交換を主目的とした会合に付随又は連続して行われる

懇談会であっても、酒類が提供される場合の参加費、会費
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・団体の活動に対して議員自身による参加がない、又はその団体からの情報提供（例：

定期刊行物の発送等）がない場合、その団体に対して納める年会費・月会費

（６）会議費として支出するのに適しない例

・政務活動に資する実質的な意見交換を主目的とした会合に付随又は連続して行われる

懇談会であっても、酒類が提供される場合

・議員が他の団体（農協、ライオンズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会等）の役職を兼ねて

いる場合、議員の資格としてではなく役職者の資格としての当該団体の理事会、役

員会や総会への出席に要する経費

・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食

【例 「公職選拳法 （第199条の２：寄附行為の禁止）】 」

寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、後援会等の集会に

おける食事の提供）

（７）事務所費として支出するのに適しない例

次の経費への支出は資産形成（政務活動に対して関連性及び有用性がないもの並び

に社会通念上高額なもの等）と憶測されるので政務活動費を充当するのに適しません。

・事務所として使用する不動産の購入、建設工事費への支出

・事務所に掲示する絵画等の美術品・装飾品、安楽椅子、衣服等

・政務活動を行う事務所としての使用目的から判断して必要な機能を超えた備品等の

設置

（８）その他支出に適しない経費

・自動車の購入及び維持管理に要する経費（車検代（自賠責、税含む 、任意保険料、。）

自動車税、修理代等）

・自動車の継続的なリース料（ただし、政務活動のため専用の自動車を臨時的に借用す

る経費（例：視察先でのレンタカー経費）を除く ）。

・議会傍聴者のためのバス借り上げ料（公職選挙法の制限に抵触するため）

３ 政務活動費としての支出を自粛する経費

（１）事務所費のうち次に掲げる経費

・自己、配偶者又は一親等の親族が所有する事務所への賃借料

・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人が所有する事務所への賃貸料

・自己が実質支配する法人が所有する事務所への賃借料

（２）人件費のうち次に掲げる経費

・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者への人件費

・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員への人件費

・自己が実質支配する法人職員への人件費

ただし、一般的な政務活動業務補助ではなく、議員本人が身体介護を要する等の

特殊な理由がある場合は除く。
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４ 使途基準の運用方針

（１）共通項目

①交通費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

②宿泊費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

（２）個別項目

①調査研究費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

②研修費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

③広聴広報費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

④要請陳情等活動費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

⑤会議費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

⑥資料作成費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

⑦資料購入費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

⑧事務所費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

⑨事務費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

⑩人件費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
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交通費共通項目

政務活動を行うための移動に要する経費内 容

車賃、鉄道賃、船賃、航空賃 等例 示

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）留意事項

・交通費は実費弁償を原則とする。

・議員が別に費用弁償を受ける場合（本会議・委員会等に出席する場合及び委員会視

察等による出張等）には充当できない。

○ガソリン代

・ 自動車使用記録簿」により政務活動のための走行距離を整理すること。「

・政務活動費の充当額は下記により整理すること。

（ ） （ ） （ ） （ ）走行距離 ÷当該自動車の燃費 ×購入単価 円 ＝充当額 円km km/l /l
・添付する領収書は、報告額を上回る額の領収書を添付すること。

○高速道路利用料（ETC）

・添付書類に 利用照会サービスによる利用証明書等、利用日、区間、金額のETC
記載された書面を添付すること。

○JR乗車券

・回数券を購入し政務活動に使用する場合は、報告額は回数券１枚当たりの金額で

整理すること。

・上記の報告書に添付する領収書は回数券購入の領収書を添付すること。

・別の政務活動で残りの回数券を使用した場合は、経費の「支払の内容」欄に利用

区間を記入するとともに、既報告の整理番号を「領収書は政務活動費１に添付」

等として記載すること。

・特別車両料金（グリーン車料金）は、乗車距離片道 未満の場合、政務活100km
動費を充当することができない。

○航空運賃

・普通席より上位の席（ クラス等）に、政務活動費は充当できない。J
・１日用務での旅行パック利用は、別紙「宿泊料」のとおり。

（２）支出に適しない経費

・自動車の購入及び維持管理に要する経費（車検代（自賠責、税含む 、任意保険。）

料、自動車税、修理代等）

・自動車の継続的なリース料（ただし、政務活動のため専用の自動車を臨時的に借用

する経費（例：視察先でのレンタカー経費）を除く ）。

・議会傍聴者のためのバス借り上げ料（公職選挙法の制限に抵触するため）
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（３）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合、

合理的に説明できる場合は、その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、

基本的な按分の考え方に基づき、原則１／２又は１／４を上限とする割合で適切に

按分するものとする。

合理的に説明できる場合※

活動実績など、書面により明確に説明できる場合

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／４
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共通項目 宿泊費

内 容 政務活動を行うための宿泊に要する経費

例 示 宿泊料

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）留意事項

＜宿泊料の上限額＞

政務活動に必要な宿泊費（国内、国外）については、実費弁償を原則とするが、
公務出張に準じ、徳島県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

に定める宿泊費の額の範囲内とする。

＜一日用務の場合のパック旅行利用に係る運用＞

公務出張に準じ往復航空券利用を原則とするが、往復航空券代と比較して１泊

２日の旅行パック代金が安価となる場合、旅行パックを利用できる。
ただし、県民から疑惑や不信を招くことのないよう、旅行パックを利用する場

合は、利用する航空便の発着時間に留意すること。

（２）按分

政党用務等の政務活動以外の活動を行った場合は、経費を按分する。
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調査研究費項 目

会派又は議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察内 容
を含む ）及び調査の委託に要する経費。

、 、 、 、 、 、例 示 旅費(交通費 宿泊費) 報告書作成費 資料印刷代 会費 参加負担金
委託費、文書通信費 等

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・県内･外調査及び海外調査（視察を含む ）。
・各種議員連盟（政策の勉強や提言を目的とするものに限る ）活動。
・国等からの説明聴取
・住民へのアンケート調査
・学識経験者及び研究機関等への調査委託 等

（２）留意事項

○交通費、宿泊費
・共通項目「交通費」及び「宿泊費」のとおり

○資料印刷代
・印刷部数、内容等を明確にすること。

○会費、参加負担金
・議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等、調査研究目的として参加する会合
等の会費や参加負担金として支出できる。
団体の活動が政務活動に寄与する場合に支出できる。・
・特定の課題に対して調査・意見交換等を目的としている議員連盟など各種団体等
の会費又は年会費についても支出できる。

＜会費として支出するのに適さないもの＞
・単なる団体の財政支援と思われる会費
・団体の活動が政務活動に寄与しない場合、その団体に対して納める年会費・月
会費
・個人の立場で加入している団体などに対する会費等
町内会費、公民館費、壮年会費、ＰＴＡ会費、婦人会費、スポーツクラブ
会費、商工会費、同窓会費、老人クラブ会費、ライオンズクラブ・ロータ
リークラブの会費等

・政党（県連等）本来の活動に伴う党大会費、党費、党大会賛助金等
・議会内の親睦団体（議員野球部、ゴルフクラブ等）の会費
・他の議員の後援会や政治資金パーティーなど選挙活動のための会合に出席する
会費
・宗教団体の会費
・冠婚葬祭の経費（結婚式の祝儀・会費、香典、祭祀・祭礼の経費等）
・団体の活動に対して議員自身による参加がない、又はその団体からの情報提供
（例：定期刊行物の発送等）がない場合、その団体に対して納める年会費・月
会費
・政務活動に資する実質的な意見交換を主目的とした会合に付随又は連続して行
われる懇談会であっても、酒類が提供される場合の参加費、会費

○文書通信費
・切手購入や現金での郵送など、郵送に係る経費については、領収書等の提出に加
え、発送内容（発送数及び発送物写し）の確認ができる場合のみ、経費を充当で
きる。
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・自動車使用記録簿（ガソリン代を支出する場合のみ）
・印刷成果物
・郵送費を計上した場合の発送物の写し

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合、
合理的に説明できる場合は、その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、
基本的な按分の考え方に基づき、原則１／２又は１／４を上限とする割合で適切に
按分するものとする。

合理的に説明できる場合※
旅行行程表に基づく実績など、書面により明確に説明できる場合

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／４

（５）海外調査の対象経費，留意事項

①対象経費
○国内交通費，国内宿泊費
・共通項目「交通費」及び「宿泊費」のとおり

○航空運賃
・日本と海外間及び海外と海外間の移動に要する航空運賃（燃油サーチャージ
含む）

○空港使用料
・日本及び海外の空港使用料

○宿泊費
・ホテル，ペンション，ユースホステル等現地での宿泊に要する経費

○現地交通費
・鉄道，地下鉄，バス（貸切バス含む ，タクシー，レンタカー（ガソリン代含）
む ，船等現地での移動に要する経費）

○大会等参加費・入場料
・コンベンション等各種大会において参加費，入場料等を徴する場合の経費

○通訳依頼費
・現地における視察，意見交換時等の通訳の確保に要する経費

○その他政務活動費による支出が適当である経費
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

②留意事項

○海外調査が終了後，政務活動海外調査報告書（参考様式１８）を作成し，政務
活動費の交付の請求に必要な書類とともに提出する。

○全体経費が旅行会社等により一括して取りまとめられている場合は，上記対象
経費の具体的明細がわかる書類を提出する。

○日程の都合により国内での前泊または後泊が必要な場合は，国内宿泊費を対象
とすることができる。

○航空運賃においては，飛行時間が概ね４時間を超える場合又は体調面等に支障
がある場合は，ビジネスクラスの経費を対象とする。

○支払が現地通貨で行われた場合は，当該通貨の領収書等をもとに日本円に換算
した額を対象とする。

○旅券交付手数料は対象外とする。
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研修費項 目

１ 会派又は議員が行う研修会、講演会等（共同開催の場合を含む ）内 容 。
に要する経費
２ 団体等が開催する研修会（視察を含む 、講演会等への議員及び。）
会派又は議員の雇用する職員の参加に要する経費

１ 会場費・機材借上費、講師謝金、会費、文書通信費、交通費、宿泊例 示
費 等
２ 旅費(交通費、宿泊費)、会費、参加負担金、文書通信費 等

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・会派又は議員が主催する研修会、講演会等の開催
・研修会、講習会、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ、ｾﾐﾅｰ、講座等への参加（視察を含む ）。
・研修会、講演会等への職員の派遣

（２）留意事項

○交通費、宿泊費
・共通項目「交通費」及び「宿泊費」のとおり

○会費、参加負担金
・各種団体等が主催するもので、議員が政務活動に係る意見交換や情報収集等を目
的として参加する会合等の会費や参加負担金として支出できる。
・団体の活動が政務活動に寄与する場合に支出できる。

、 。・研修会 講演会等へ参加するために必要な団体等の年会費についても支出できる

＜会費として支出するのに適さないもの＞
・調査研究費と同じ

○文書通信費
・調査研究費と同じ

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・自動車使用記録簿（ガソリン代を支出する場合のみ）
・郵送費を計上した場合の発送物の写し
・会派又は議員が主催した研修会、講演会等に係る開催通知（案内文）及び会議次第

（４）按分

・調査研究費と同じ
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広聴広報費項 目

会派又は議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費内 容

広報紙･報告書等印刷製本費、広報紙･ホームページ作成委託費等、文例 示
書通信費、交通費 等

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

○県政報告会
・県政報告会の開催
・県民、地域住民等からの意見聴取
・政務活動、県政及び国政の課題等の広報活動

○県政報告会以外
・広報紙（誌）の発行・配付
・政策･理念を するリーフレットの作成PR
・ホームページの作成･維持
※政党機関誌の形式を取るものには充てることができない。

（２）留意事項

○印刷製本費
・政党・選挙・後援会・私的活動に関する経費への支出は認められない。
・印刷部数、発行年月日、内容を明確にすること。

○広報紙（誌 ・ホームページ作成委託費）
・企画会社等に作成を委託する場合、レイアウト料やデザイン料を支出できる。

○交通費
・共通項目の交通費を参照。

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・自動車使用記録簿（ガソリン代を支出する場合のみ）
・印刷成果物
・郵送費を計上した場合の発送物の写し

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、
合理的に説明できる割合又は１／２を上限とする割合で適切に按分した額について
政務活動費として支出できる。

※合理的に説明できる場合
＜県政報告＞
会議次第に基づく時間数など、客観的に判断できる場合

＜広報紙（誌）等作成＞
紙（誌）面の面積・分量等の合理的な方法により、政務活動とその他の議員
活動（政党活動、後援会活動等）の内容を按分する場合

政務活動を内容とする面積・分量等
按分割合（％）＝ ×１００

紙（誌）面の総面積・総分量等

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（５）その他

、 （ ） 、・県政報告書 広報紙 誌 の発行者や報告会の主催者が後援会となっているものは
政務活動費を充当することはできない。
・政務活動費を全額又は一部充当する場合は、議員名又は議員名と後援会名の連名と
すること。
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要請陳情等活動費項 目

会派又は議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費内 容

資料印刷費、文書通信費、旅費（交通費、宿泊費） 等例 示

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・中央省庁、国会議員等への要請陳情活動（各種議員連盟活動を含む ）。
・住民相談、住民との意見交換等
・要望書の作成

（２）留意事項

○資料印刷費
・調査研究費と同じ

○文書通信費
・調査研究費と同じ

○交通費、宿泊費
・共通項目「交通費」及び「宿泊費」のとおり

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・調査研究費と同じ

（４）按分

・調査研究費と同じ
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会議費項 目

１ 会派又は議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費内 容
２ 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する
経費

１ 会議開催経費（会場費、機材借上費、資料印刷代、講師謝金、会例 示
議用茶菓代 等 、旅費（交通費、宿泊費 、文書通信費 等） ）
２ 会議参加費、文書通信費、旅費（交通費、宿泊費）等

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

、 、 、・会派又は議員が行う勉強会 政策立案のための会議 各種打ち合わせのための会議
各種会合、住民相談会（会議として開かれるもの ）等の開催。
・国・県・市町村・各種団体が主催する意見交換会等への参加
・団体、企業、学校、個人等が開催する意見交換会、各種会合、式典等への参加
・ 、漁協、土地改良区及び森林組合の総会への出席、町内会、老人クラブ、青年JA
団、壮年会及び婦人会の会合への出席、県有施設及び県道等の起工式・竣工式への
出席及び県等が主催する海外友好訪問団への参加等

（２）留意事項

＜支出に適しない経費＞
・政務活動に資する実質的な意見交換を主目的とした会合に付随又は連続して行わ
れる懇談会であっても、酒類が提供される場合
・議員が他の団体（農協、ライオンズクラブ、ＰＴＡ、趣味の会等）の役職を兼ね

、 、ている場合 議員の資格としてではなく役職者の資格としての当該団体の理事会
役員会や総会への出席に要する経費
・公職選挙法の制限や社会通念上の妥当性を超えた飲食
【例 「公職選拳法 （第199条の２：寄附行為の禁止）】 」
寄附に該当する経費（お茶及びお茶うけを超える飲食の提供、後援会等の集会
における食事の提供）

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・自動車使用記録簿（ガソリン代を支出する場合のみ）
・印刷成果物
・郵送費を計上した場合の発送物の写し

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、
合理的に説明できる割合又は１／２を上限とする割合で適切に按分した額について
政務活動費として支出できる。

※合理的に説明できる場合
会議次第に基づく時間数など、客観的に判断できる場合

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２
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資料作成費項 目

会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費内 容

印刷製本費、原稿料、写真代、パネル作成料、資料作成委託費、翻訳料例 示
等

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・資料作成（調査研究活動等以外のもの ）。
・県議会質問用パネルの作成

（２）留意事項

○印刷製本費
・政党・選挙・後援会・私的活動に関する経費への支出は認められない。
・印刷部数、発行年月日、内容を明確にすること。

○原稿料
・原稿の作成を依頼する場合等の原稿料を支出できる。

○パネル作成料
・定例会での質問用パネルの作成等に要する経費を支出できる。

○資料作成委託料
・政務活動報告集等の資料の作成を委託する経費を支出できる。

○翻訳料
・政務活動用に購入した外国語図書の日本語訳等に要する経費を支出できる。

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・印刷成果物

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合は、
合理的に説明できる割合又は１／２を上限とする割合で適切に按分した額について
政務活動費として支出できる。

※合理的に説明できる場合

紙（誌）面の面積・分量等の合理的な方法により、政務活動とその他の議員活
動（政党活動、後援会活動等）の内容を按分する場合

政務活動を内容とする面積・分量等
按分割合（％）＝ ×１００

紙（誌）面の総面積・総分量等

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

- 21 -



資料購入費項 目

会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に内 容
要する経費

書籍購入費、新聞雑誌購読料、追録代、有料データベース利用料 等例 示

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・新聞・雑誌購読料（電子データを含む）

・専門図書、法規集、電子書籍等の購入（ 等を含む ）CD-ROM 。

・会員制オンライン情報提供サービスの利用

（２）留意事項

○書籍購入費

・使途の透明性を確保するため、購入した書籍名を明らかにすること。

・ 等も支出対象に含まれる。CD-ROM
・図書券・図書カードの購入には充てられない。

○新聞雑誌購読料

・議員が事務所等で政務活動のために購入する経費を支出できる。

・電子データも支出対象に含まれる。

○追録代

・使途の透明性を確保するため、購入した追録名を明らかにすること。

○有料データベース利用料

・同じ経費を12か月分を超えて計上することは認められない。

○前金払の性格を有する年間購読料など

・契約履行期間が年度をまたぐ場合は、支出した月で整理を行うものとするが、そ

の期間中に会派が消滅（又は所属議員が死亡）する等、以降の契約履行が不能と

なったときは、当該事由が発生した日の属する月の翌月分以降の相当額を返還す

るものとする。

＜支出に適しない経費＞

一般的に大衆紙と言われるものや、選挙活動用と見なされる「住宅地図」には充

当できない。

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

購入店で書籍名を記載している領収書、又は書籍名が明示されたレシートを提出

すること。

書籍名が領収書に記載されていない場合は、活動報告書兼領収書等添付票へ書籍

名を記載すること、又は書籍表紙のコピーの添付も可とする。
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（４）按分

政務活動以外にも利用できる「パソコン活用法」などの「実用書」については、

１／２を上限とする割合（私的活動が含まれる場合は１／４を上限とする割合）で

適切に按分した額について政務活動費を充当できる。

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／４
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事務所費項 目

議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費内 容

事務所賃貸料、管理運営費（光熱水費 、警備委託経費 等例 示 ）

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・事務所の借り上げ

・電気、水道、ガスの使用

・事務所専用回線の敷設

・警備会社との警備委託契約

（２）留意事項

次の場合は資産形成と憶測されるので政務活動費を充当するのに適さない。

・敷金等、解約時等に返還される性格のもの

・事務所として使用する不動産の購入、建設工事費

・事務所に掲示する絵画等の美術品・装飾品、安楽椅子、衣服等

・政務活動を行う事務所としての使用目的から判断して必要な機能を超えた備品等

の設置

、 。次の場合は県民から疑惑や不信を招くことのないよう 政務活動費の充当を自粛する

・自己、配偶者又は一親等の親族が所有する事務所への賃借料

・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人が所有する事務所への賃借料

・自己が実質支配する法人が所有する事務所への賃借料

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

・事務所状況報告書

※年度途中において記載内容に変更が生じた場合は、変更後の該当経費にかかる

支出報告書を提出するときに、再度添付しなければならない。

（４）按分

当該事務所が政党事務所や後援会事務所等を兼ねるなど、政務活動とその他の議

（ 、 ） 、 、員活動 政党活動 後援会活動等 とが混在する場合 合理的に説明できる場合は

その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、原則１／２又は１／４（ただ

し、自宅兼用の場合は１／４又は使用面積割合のどちらか低い方）を上限とする割

合で適切に按分するものとする。
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

※合理的に説明できる場合

事務所賃料

政務活動 政治団体活動及びその他活動の全時間に占める政務活動の割合 政、 （

活動従事時間数）を書面で明確に説明できる場合

光熱水費

別メーターや子メーターが設置されており、政務活動、政治団体活動及びそ

の他活動の全時間に占める政務活動の割合（政務活動従事時間数）を書面で明

確に説明できる場合

所有区分 賃料 光熱水費・

維持管理費

自宅兼用 充当不可 １／４ 又は 使用面積

割合のどちらか低い方

充当不可 １／２・自己、配偶者又は一親等の親族が所有

・自己、配偶者又は一親等の親族が経営

する法人が所有

・自己が実質支配する法人が所有

上記以外（第三者所有） １／２ １／２
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事務費項 目

会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費内 容

事務用品･備品･消耗品購入費､備品維持費､文書通信費 等例 示

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・事務用品の購入、電話の使用

・事務用機器（パソコン等）の購入

・インターネット接続業者との契約

・コピー機等のリース

（２）留意事項

・文書通信費（切手購入、現金郵送）については、調査研究費と同じ。

・商品券の購入には充当できない。

・高額な備品（取得価格が１０万円以上）については、資産形成のおそれがない

リース契約を原則とする （但し、パソコンは除く）。

やむを得ず購入（※）する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分し

た分のみを充当する。

（※）購入の場合の計上方法

・所得税法上の耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令）を議員残

任期で月数按分し、かつ政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活

動等）が混在する場合には１／２を上限とする割合で按分する。

・政務活動費への計上月数未満で議員を辞する場合又は、当該備品を処分す

る場合は、政務活動費計上額のうち、残月数相当額を返還することとする。

ただし、購入月、辞職月又は処分月は使用していたものとみなす。

・備品を購入していた議員が改選により再選した場合、その備品の耐用年数の

残存期間があったとしても、その年度に残存期間分の経費を計上することは

できない。

（例）任期 H23.4.～H27.4

購入時期 H25.7

議員の残任期 22ヶ月（H25.7～H27.4）

購入金額 100,000円

耐用年数 4年（48ヶ月）

ア H25年度政務活動費計上額

100,000円×22ヶ月/48ヶ月＝45,833円

45,833円×50%＝22,916円…計上額

イ H26.10議員辞職した場合（任期までの残月数 6ヶ月）

22,916円×6ヶ月/22ヶ月＝6,249円…返還額

・備品の購入やリース等の政務活動費の充当に当たっては、事務用の機器等で

、 、 。政務活動に有用なものとし 主として環境整備に留まる場合には 充当しない
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対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類

郵送費を計上した場合の発送物の写し・

・使用実績による按分の場合は、使用実績がわかる書類を会派へ提出すること。

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合、合

理的に説明できる場合は、その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、原

則１／２又は１／４を上限とする割合で適切に按分するものとする。

ア 使用実績による按分率

政務活動（Ａ％）

按分割合（％）＝ ×１００

政務活動（Ａ％）＋それ以外の諸活動（Ｂ％）

※合理的に説明できる場合

電話（携帯電話を含む）等の使用について、通話時間、使用頻度等実態に応じた

割合で按分した額を充当する場合

イ 充当限度額

○専ら政務活動用とされる機器 → 全額

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２

○政務活動とその他の議員活動及び私的活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／４
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人件費項 目

会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費内 容

常勤雇用職員の給与、各種手当及び社会保険料、例 示
臨時雇用職員の賃金及び社会保険料

対象となる政務活動の考え方及び留意事項

（１）具体的な活動例

・政務活動を補助する職員を常時又は臨時に雇用

（２）留意事項

、 。次の場合は県民から疑惑や不信を招くことのないよう 政務活動費の充当を自粛する

・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者への人件費
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員への人件費

・自己が実質支配する法人職員への人件費

ただし、一般的な政務活動業務補助ではなく、議員本人が身体介護を要する等※

の特殊な理由がある場合は除く。

職員を雇用する際には、最低賃金法を遵守するよう留意しなければならない。

（３）支出報告書に添付するその他の支出証拠書類（雇用形態に応じて）

・雇用契約書

・職員従事協定書
・勤務実績表兼領収書

※雇用内容等に変更が生じた場合は、変更後の該当経費にかかる支出報告書を提出
するときに、再度添付しなければならない。

（４）按分

政務活動とその他の議員活動（政党活動、後援会活動等）とが混在する場合、合
理的に説明できる場合は、その割合で、合理的に説明することが困難な場合は、原

則１／２を上限とする割合で適切に按分するものとする。

※合理的に説明できる場合
職員等の日々の勤務時間、政務活動への従事時間、具体的な業務内容等を記載
した勤務実績表により政務活動への従事割合を書面で明確に説明できる場合

○政務活動とその他の議員活動とが混在する場合

政務活動費充当 １／２
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Ⅲ 交付事務

１ 事務手続きの流れ

（１）会派の結成届（条例第４条の２ （フロー図①））

会派の代表者は、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、所属議員数、所属議員

氏名を記載した「会派結成届」を議長に提出する。

（２）知事への通知（条例第５条 （フロー図②））

議長は、毎年度４月10日までに政務活動費の交付を受けようとする会派を知事に通

知する。

（３）交付決定（条例第６条 （フロー図③））

知事は、交付決定を行い、その旨を会派の代表者へ通知する。

（４）請求書の提出（条例第７条 （フロー図⑤））

会派の代表者は、毎四半期の最初の月（４月、７月、10月、１月）の20日までに、

当該四半期に属する月分の政務活動費を知事に請求する。

（５）交付（条例第７条 （フロー図⑥））

知事は、四半期毎に、会派に政務活動費を交付する。

（６）収支報告書等の提出（条例第８条 （フロー図⑭））

会派の代表者は、政務活動費の交付を受けた年度の終了日の翌日から起算して30日

以内に収支報告書並びに政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明

書の写しを議長に提出する。

（７）議長の調査（条例第９条 （フロー図⑮））

、 、 。議長は 収支報告書等の提出を受けたときは 必要に応じ調査を行うことができる

（８）残余額の返還（条例第10条 （フロー図⑰））

会派の代表者は、交付を受けた政務活動費に残余が生じた場合は、速やかに返還し

なければならない。
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２ 会派交付後の事務の流れ

【所属議員分】

（１）所属議員への委任（事務処理要領第２条 （フロー図④））

会派は、交付決定を受けた政務活動費のうち、会派が使用する分を除いて、所属議

員への委任額等を決定する。委任額は、会派の所属議員間で一律とする。

（２）所属議員の交付請求（事務処理要領第３条 （フロー図⑦））

会派の所属議員は、毎四半期ごとに会派が指定する日（第４四半期については翌年

度の４月10日）までに、政務活動に要した経費の支出額を取りまとめた支出報告書を

会派の代表者に提出し、政務活動費の交付を請求する。ただし、会派の代表者が必要

と認める場合は、議員からの申出により随時に請求することができる。

（３）政務活動費調査委員会への意見聴取（事務処理要領第６条 （フロー図⑨））

会派の代表者及び政務活動費経理責任者（以下「経理責任者」という ）は、会派。

の所属議員から請求があったときは、その審査に当たり、議会事務局に設置している

政務活動費調査委員会から意見を聴取するものとする。

（４）所属議員への交付（事務処理要領第６条 （フロー図⑩））

会派の代表者及び経理責任者は、適正と認められる支出について、当該所属議員に

政務活動費を交付する。

なお、各四半期の交付上限額は次のとおり

第１四半期中 年間委任額／４

第２四半期中 年間委任額／４ × ２

第３四半期中 年間委任額／４ × ３

第４四半期中 年間委任額

（５）所属議員の収支報告（事務処理要領第８条 （フロー図⑬））

会派の所属議員は、当該年度の収支報告書を、翌年度の４月10日までに、会派の代

表者に提出する。

【会派分】

（１）会派支出額の報告（事務処理要領第９条 （フロー図⑦））

会派の経理責任者は、会派が指定する日までに、会派使用に係る毎四半期の政務活

動に要した経費の支出額を取りまとめた支出報告書を会派の代表者に提出する。

（２）政務活動費調査委員会への意見聴取（事務処理要領第10条 （フロー図⑨））

会派の代表者は、会派の経理責任者から会派支出額の報告があったときは、その審

査に当たり、議会事務局に設置している政務活動費調査委員会から意見を聴取するも

のとする。

（３）充当額の決定（事務処理要領第10条 （フロー図⑩'））

、 、 。会派の代表者は 適正と認められる支出について 政務活動費の充当額を決定する

（４）会派の収支報告（事務処理要領第11条 （フロー図⑬））

会派の経理責任者は、当該年度の収支報告書を、翌年度の４月10日までに、会派の

代表者に提出する。
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　　　　①会派結成届 　　②交付対象会派の通知

　③政務活動費交付決定通知書

④政務活動費委任通知

　⑤政務活動費交付請求（四半期毎）

　⑥政務活動費交付（四半期毎）

⑦支出報告書等（四半期毎）

⑧前払請求（必要に応じ） 　　⑫支出報告書等の写し（四半期毎）

⑩政務活動費交付

⑪過払金返納（必要に応じ）

⑬収支報告書等（議員分・会派分） ⑭収支報告書等
　　　　　　 （年１回）

　　
（年１回）

　　　　　⑮調査（必要に応じ） 　　⑯収支報告書等の写し

⑰残余金返還

⑨

確認要請 意見聴取
　　　収支報告書等の閲覧請求

　　⑲収支報告書等の閲覧

事務手続きフロー図

所属

議員

会派

政務活動費

調査委員会

知事

議長

議長

会派

審査

議長
住民

等

⑩’

充当額

の決定

⑱
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Ⅳ 収支報告

１ 会計処理年度の考え方

○ 会計処理の整理は、政務活動が行われた年度に請求、支払が行われることを原
則とし、現金主義（支出した時期によって区分）によるものとする。
・現金払及び振込払の場合は、支払日の属する年度に計上する。ただし、年度末

、 、に請求があり 銀行営業日等の関係からやむを得ず翌年度の支払となる場合は
収支報告書提出期限の４月10日までに支払を完了させ、政務活動を行った年度
に計上する。
・公共料金等で３月分の利用料が翌年度に請求、支払が行われる場合は、支払日
の属する年度に計上する。
・インターネット注文やクレジットカード利用により、領収書が発行されない場
合は、口座引落があった日の属する年度に計上する。
・年度当初のセミナー参加や緊急な県外視察等で、参加負担金や航空運賃を前年
度内に支払う必要がある場合は、支払日の属する年度に計上し、政務活動実施
後、速やかに実績報告書等を提出する。
・同じ経費を１２ヶ月分を超えて計上することはできない。

○ 前金払の性格を有する年会費や年間購読料などで、契約履行期間が年度をまた
ぐ場合は、支出した月で整理を行うものとするが、その期間中に会派が消滅（又
は所属議員が死亡）する等、以降の契約履行が不能となったときは、当該事由が
発生した日の属する月の翌月分以降の相当額を返還するものとする。

【具体例】
○活動実施年度の報告に含めるもの
＜年度末に請求があり、支払が活動実施の翌年度となった場合：現金払、口座振込＞

○活動実施の翌年度の報告に含めるもの
＜公共料金等で請求が利用月の翌年度となる場合：口座引落＞

＜インターネット注文等で領収書が発行されない場合：口座引落＞

○活動実施の前年度（支払日の属する年度）の報告に含めるもの
＜活動実施の前年度に参加費等の前払が求められる場合：現金払、口座振込＞

県政報告会

3月1日
請求日

3月30日

支払日

4月10日まで

※3月末までの請求分については、原則として年度内の支払

としますが、支払がやむを得ず年度を超える場合は、収支報

告書提出期限の4月10日までに支払を完了して下さい。

利用料確定

3月31日

請求日

4月20日

※公共料金で3月分の請求及び支払が翌年度

になるものは、支払日の属する年度の報告に含

めて下さい。

口座引落

5月10日

※インターネット注文やクレジットカード利用で、

口座引落が活動実施の翌年度になる場合は、口

座引落日の属する年度の報告に含めて下さい。

請求額通知

4月20日

口座引落

5月10日

物品購入（インターネット注文）

3月20日

支払日

3月20日

セミナー出席、県外視察

4月15日

4月10日

支出報告書により会派に請求

（領収書、事業計画書添付）

4月20日

実績報告書、活動報告書兼領

収書添付票を提出

※セミナー参加や緊急な県外視察等で主催者への参加

負担金や航空運賃等を前年度に支払う必要がある場合

は、支払日の属する年度の報告に含め、政務活動実施

後、速やかに実績報告書、活動報告書兼領収書添付票を

提出して下さい。
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２ 収支報告書の提出

（１）根拠

○ 会派の代表者は、収支報告書を毎年度終了日の翌日から起算して30日以内に議

長に提出しなければならない （条例第８条第１項）。

○ 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、会派が消滅した日の属する月まで

の収支報告書を当該消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなけ

ればならない （条例第８条第２項）。

○ 会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、収支報告書に政務活動の実

施内容を記載した書面及び政務活動費による支出を行った事実を証する領収書そ

の他の書面（以下「領収書等」という ）の写しを添付しなければならない。こ。

の場合において、社会慣習その他の事情により領収書等を取得することが困難で

あるときは、政務活動費による支出の使途及び内容、金額、相手方並びに年月日

を記載した書面（以下「支払証明書」という ）の写しをもって領収書等の写し。

に代えることができる （条例第８条第３項）。

○ 所属議員が１人の会派において、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議

員の相続人が議長に提出する （条例第８条第５項）。

（２）収支報告書の提出書類

① 収支報告書（規程様式第６号）

② 政務活動の実施内容を記載した書面及び領収書等の写し

活動報告書兼領収書等添付票、領収書、収支報告書（所属議員分、会派分 、）

自動車使用記録簿、印刷成果物、郵送費を計上した場合の発送物の写し、議員

が開催した会議（県政報告会や意見交換会等）に係る開催通知（案内文）及び

会議次第、事務所状況報告書、勤務実績表兼領収書、雇用契約書、職員従事協

定書 等

③ 支払証明書の写し

（３）領収書の取扱い

領収書として認められる書類は次のとおり

○ 領収書、受領書その他これらに類する書類で、支払額・支払内容・支払年月日

・支払者・支払相手方が明確であるものとします。

○ レシート等のように、支払者が明確でない書面も支出を証明する書面となりま

す。

○ 銀行の振込利用明細書等のように、支払内容が不明な書面も、活動報告書兼領

収書等添付票に支払内容を記載することで支出を証明する書面となります。

○ 口座引落としが記録された通帳の該当部分も支出を証明する書面となります

が、その場合は、引落としの額及び内容が分かる資料（例：クレジットカード利

用明細書等）を必ず添付してください。

※クレジットカード利用明細書のみでは支出を証明する書面とはなりません。

、 、○ 給与台帳 賃金台帳等の該当部分も人件費の支出を証明する書面となりますが

雇用関係や勤務実態が分かる資料（例：雇用契約書、勤務実績表、職員従事協定

書等）を必ず添付してください。
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（４）作成上の留意事項

① 収支報告書

ア 「収入」欄

交付を受けた政務活動費の総額を記載してください。

なお、利息等が発生した場合は、雑入として記載してください。

イ 「支出」欄

項目毎の政務活動費の支出額を記載してください。

ウ 「残余」欄

収入額から支出額を控除し、残額を記載してください。残余がない場合は、

必ず「０円」と記載してください。

なお、残余がある場合は、その額を返還しなければなりません。

② 添付書類

ア 活動報告書兼領収書等添付票の写し

項目ごとに分けて作成してください。また、領収書は活動報告書兼領収書等

添付票の裏面に貼り付けた上、その写しを提出してください。

なお、領収書を複数枚貼り付ける場合は、全ての領収書が重ならないように

注意してください （貼りきれない分はＡ４用紙に貼り付ける等）。

(ｱ) 按分による支出がある場合

政務活動に伴う経費とそれ以外の諸活動に伴う経費との按分が必要な場

合は、活動報告書兼領収書等添付票の裏面の「按分による支出の場合の記

載事項」欄に按分の率及び按分による政務活動費の支出額を記入してくだ

さい。

(ｲ) 按分による支出以外で政務活動費を経費の一部に充当した場合

活動報告書兼領収書等添付票の裏面の「経費の一部に充当した支出の場

合の記載事項」欄に政務活動費の支出額を記入してください。

イ 支払証明書の写し

支出をした事実を証すべき書面は領収書を徴すことが原則でありますが、社

会慣習その他の事情により、どうしても、領収書を取得できないときは 「支、

払証明書」を項目ごとに作成し、記名、押印の上、その写しを提出してくださ

い。

なお、領収書紛失を理由にした支払証明書の提出は認められません。

(ｱ) 按分による支出がある場合

政務活動に伴う経費とそれ以外の諸活動に伴う経費との按分が必要な場

合には、支払証明書の「備考」欄に按分の率及び当該経費の総額を記入し

てください。

(ｲ) 按分による支出以外で政務活動費を経費の一部に充当した場合

支払証明書の「備考」欄に当該経費の総額を記入してください。

(ｳ) 支払証明書が必要となる経費の例

ＪＲ、モノレール、地下鉄、路線バス等の運賃 等
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３ 収支報告書等の訂正

（１）根拠

○ 議長に提出した収支報告書並びに政務活動の実施内容を記載した書面、領収書

等及び支払証明書の写しを訂正しようとするときは、会派の代表者は、議長に対

し、訂正報告書を提出しなければならない （条例第８条第４項）。

○ 所属議員が１人の会派において、当該議員が死亡した場合にあっては、当該議

員の相続人が議長に提出する （条例第８条第５項）。

（２）収支報告書の訂正

○ ページの一部分の訂正の場合は、二重線により見え消し訂正し、訂正印を押印

してください。

○ 余白に訂正年月日を記載してください。

○ ２回以上の訂正を行う場合は、訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの

訂正箇所及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付してください。、 ）、

（３）政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写しの訂正

○ ページの一部分の訂正の場合は、二重線により見え消し訂正し、訂正印を押印

してください。

○ ページ全体の訂正の場合は、ページ全体に斜線を記入する等、全体の抹消が明

らかとなる形で見え消しを行い、訂正印を押印してください。

○ 余白に訂正年月日を記載してください。

○ ２回以上の訂正を行う場合は、訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの

訂正箇所及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付してください。、 ）、

４ 証拠書類の整理保存

会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しそ

の内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動

費の収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して５年間保存しなければなりませ

ん （規程第７条）。

会計帳簿の様式は特に定められていませんが、収支報告書作成の基となるもので、収

入と支出の状況がわかるものを調製してください。

５ 透明性の確保

議長は、政務活動費の適正な運用を期すため必要があると認めたときは、収支報告書及

び訂正報告書並びにこれらに係る政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払

証明書の写しについて調査を行う等、その使途の透明性の確保に努めるものとされていま

す （条例第９条）。

６ 残余額の返還

（１）政務活動費の返還

○ 交付を受けた政務活動費の総額から、その年度において行った政務活動費によ

る支出の総額を控除して残余がある場合には、その額を返還しなければなりませ

ん （条例第10条第３項）。

○ 一四半期の途中において会派が消滅したときは、会派が消滅した日の属する月

の翌月（その日が月の初日の場合は、当月）分以降の政務活動費を返還しなけれ

ばなりません （条例第10条第１項）。
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○ 一四半期の途中において、会派の所属議員が減少し、交付を受けるべき政務活

動費の額が減少したときは、当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の

額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額に相当

する額を返還しなければならない （条例第10条第２項）。

○ 所属議員が１人の会派に対して交付された政務活動費に係る返還については、

当該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人が返還するものとする。

（条例第10条第４項）

（２）返還の方法

返還は、事務局から送付される「返納通知書」により、通知書に記載の納期限ま

でに徳島県指定の金融機関で納入してください。

７ 収支報告書等の閲覧及び情報提供

（１）閲覧の請求

議長に提出された収支報告書等は、提出期限（訂正報告書にあっては、議長に提

出された日）の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以降、何人も、議長に対

し閲覧を請求することができます （条例第11条第２項、規程第８条第１項）。

（２）閲覧の方法

県議会図書室（閲覧所）において、平日の午前９時から正午まで及び午後１時か

ら午後４時30分までの間、閲覧に供します （規程第８条第３項）。

（３）非開示情報の取扱い

閲覧を請求された収支報告書等に、徳島県情報公開条例第８条第１号（個人に関する

情報）及び第２号（法人等に関する情報）に該当する情報が記録されている部分がある

ときは、その部分を除いて当該収支報告書等を複写したものを閲覧に供します （条例。

第11条第３項、規程第８条第４項）

（４）ホームページでの情報提供

、 。県議会ホームページにおいて 議長に提出された収支報告書等の掲載を行います

ただし、会派の代表者又は所属議員が、事業者名等を公開することで、相手方に

不利益がおよぶ可能性があると判断した場合は、事業者名等について非公開処理を

した上で、ホームページに掲載するものとします。

（５）調査研究等に係る活動報告の掲載

会派又は議員は、調査研究に伴う政務活動を行ったときの活動報告や、県政報告

会を開催する際の開催通知等を、会派又は議員個人のホームページに掲載し、県民

への積極的な情報発信に努めてください。

※活動報告には、資料や写真を用いる等、活動実態が分かるものが望ましいです。

８ 税制上の取扱い

会派は 「人格なき社団」ですが 「人格なき社団」に対する所得課税については、原則、 、

非課税であり、収益事業を行う範囲において課税されます。

、 、 、しかし 会派は 政務活動費を使用して収益事業を行うことはできないことは当然ですが

政務活動費の剰余金は返還するものとされているので、課税されることはありません。
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Ⅴ 会派における政務活動費支出等事務処理要領

（趣旨）

第１条 この要領は，徳島県政務活動費の交付に関する条例（平成１３年徳島県条例第２

６号。以下「条例」という ）に基づく政務活動費の交付を受けた会派が，当該政務活。

動費を支出する際の事務処理に関して必要な事項を定めるものとする。

（会派における所属議員への委任）

第２条 会派は，所属議員に，会派の政務活動の一部を委任することができる。

２ 会派が前項の規定に基づき政務活動を委任する場合及び委任する内容を変更する場合

は，政務活動委任（変更）通知書（様式第１号）により，委任期間，委任内容及び委任

に係る政務活動費の額（以下「委任額」という ）を通知するものとする。。

３ 会派は，条例第６条の規定により交付決定を受けた政務活動費のうち，会派が使用す

る分を除いて，所属議員への委任額を決定する。

４ 委任額は，会派の所属議員間で一律とする。

（所属議員の交付請求）

第３条 会派の所属議員は，毎四半期の政務活動に要した経費の支出額を支出報告書（所

属議員分 （様式第２号）にとりまとめ，毎四半期ごとに会派が指定する日（第４四半）

期については，翌年度の４月１０日）までに会派の代表者に提出し，政務活動費の交付

を請求するものとする。ただし，会派の代表者が必要と認める場合は，議員からの申出

により随時に請求することができる。

２ 議員は，一四半期の途中で会派の所属議員でなくなった場合は，前項の規定にかかわ

らず，当該会派の所属議員でなくなった日の属する月までの支出報告書（所属議員分）

を速やかに会派の代表者に提出するものとする。

３ 前２項の支出報告書（所属議員分）には，次に掲げる書類の原本を添付しなければな

らない。ただし，第三号に掲げる書類のうち議長が原本により難いと認めるものについ

ては，写しによることができる。

⑴ 活動報告書兼領収書等添付票

⑵ 条例第８条第３項に規定する支払証明書（以下「支払証明書」という ）。

⑶ その他の支出証拠書類

（事業計画書による前払交付請求）

第４条 会派の所属議員は，前条の規定による交付請求によらずに，前払での交付が必要

な場合には，支出報告書（所属議員分）及び事業計画書（様式第３号）を会派の代表者

に提出し，あらかじめ承認を受けるものとする。

２ 前項に規定する前払での交付が必要な場合は，事業の終了前に，視察旅費の前金等，

一時的に多額の支出を伴う場合とする。

， ， ，３ 会派の代表者は 第１項の事業計画書の承認に当たっては 事業内容を十分に聴取し

真に必要と認められる場合に限り，承認する。

４ 会派の政務活動費経理責任者（以下「経理責任者」という ）は，前項の規定により。

承認された事業内容に係る支出について，政務活動費の交付額を決定し，速やかに当該

所属議員に対して交付する。

， ， （ ）５ 前払交付を受けた会派の所属議員は 事業終了後速やかに 実績報告書 様式第４号

に前条第３項各号に掲げる書類の原本を添付して会派の代表者に提出するものとする。
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（所属議員の請求上限額）

第５条 一四半期における会派の所属議員の請求上限額は，委任額を四半期で按分した額
あん

とし，第１四半期以外は，それまでの累計とする。ただし，年度途中で会派からの委任

額に変更が生じた場合には，必要な調整を行うものとする。

（所属議員への交付手続）

第６条 会派の代表者及び経理責任者は，会派の所属議員から第３条及び第４条の規定に

より支出報告書（所属議員分）の提出があったときは，条例第２条第１項の規定及び同

。 ，条第２項の規定により定める指針に基づき審査を行う 会派の代表者及び経理責任者は

審査を行うに当たって，議会事務局に設置している政務活動費調査委員会から意見を聴

取するものとする。

２ 議会事務局は，会派からの意見の聴取に際し，会派に提出された支出報告書（所属議

員分）の内容を確認し，必要に応じて当該会派の代表者及び経理責任者に対し，確認要

請を行うものとする。

３ 会派の代表者及び経理責任者は，前項に規定する議会事務局からの確認要請の内容を

十分に踏まえ，適正と認められる支出について，政務活動費の交付額を決定し，速やか

に当該会派の所属議員に対して交付する。

４ 前項の規定による政務活動費の交付の方法は，会派名義の政務活動費の通帳から議員

名義の通帳への口座振込とする。ただし，振込に係る手数料は，政務活動費からの支出

はできないものとする。

， ， （ ）５ 会派の代表者は 第３項の規定による政務活動費の交付後 支出報告書 所属議員分

及び第３条第３項各号に掲げる書類の写しを議長に提出するものとする。

（過払金の返納）

第７条 議員は，一四半期の途中で会派の所属議員でなくなった場合において，前条第３

項に基づき会派から交付された額が，当該四半期までの請求限度額を当該四半期までの

会派在籍月数で按分した額よりも多いときは，その差額を会派に速やかに返納しなけれ

ばならない。

２ 会派の所属議員は，第４条の規定による前払交付を受けた場合において，交付された

額から事業に要した額を控除して残余があるときは，その残余を会派に速やかに返納し

なければならない。

（所属議員の収支報告）

第８条 政務活動費の交付を受けた所属議員は，当該年度の政務活動費収支報告書（所属

議員分 （様式第５号）を，翌年度の４月１０日までに会派の代表者に提出しなければ）

ならない。

２ 所属議員は，第３条又は第４条の規定により提出した支出報告書（所属議員分）及び

第３条第３項各号に掲げる書類並びに前項の規定により提出した政務活動費収支報告書

（所属議員分）について訂正しようとするときは，政務活動費収支報告書等訂正報告書

（様式第６号）を会派の代表者に提出しなければならない。

３ 会派の代表者及び経理責任者は，所属議員から第１項に規定する政務活動費収支報告

書（所属議員分）の提出があったときは，その内容を確認した上で，条例第８条第１項

の収支報告書にその写しを添付して議長に提出するものとする。

４ 会派の代表者及び経理責任者は，所属議員から第２項に規定する政務活動費収支報告

書等訂正報告書の提出があったときは，その内容を確認した上で，条例第８条第４項の
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訂正報告書にその写しを添付して議長に提出するものとする。

（会派使用に係る支出額の報告）

第９条 会派の経理責任者は，会派使用に係る毎四半期の政務活動に要した経費の支出額

を支出報告書（会派分 （様式第７号）に取りまとめ，会派が指定する日までに会派の）

代表者に提出するものとする。

（ ） ， 。２ 前項の支出報告書 会派分 には 次に掲げる書類の原本を添付しなければならない

ただし，第三号に掲げる書類のうち議長が原本により難いと認めるものについては，写

しによることができる。

⑴ 活動報告書兼領収書等添付票

⑵ 支払証明書

⑶ その他の支出証拠書類

（会派使用に係る充当額の決定）

第１０条 会派の代表者は，経理責任者から前条第１項の支出報告書（会派分）の提出が

あったときは，条例第２条第１項の規定及び同条第２項の規定により定める指針に基づ

き審査を行う。会派の代表者は，審査を行うに当たって，議会事務局に設置している政

務活動費調査委員会から意見を聴取するものとする。

， ， （ ） ，２ 議会事務局は 会派からの意見の聴取に際し 支出報告書 会派分 の内容を確認し

必要に応じて当該会派の代表者に対し，確認要請を行うものとする。

３ 会派の代表者は，前項に規定する議会事務局からの確認要請の内容を十分に踏まえ，

適正と認められる支出について，政務活動費の充当額を決定する。

（会派使用額に係る収支報告）

第１１条 会派の経理責任者は，会派使用に係る政務活動費について当該年度の政務活動

費収支報告書（会派分 （様式第８号）を，翌年度の４月１０日までに会派の代表者に）

提出しなければならない。

２ 会派の経理責任者は，第９条第１項の規定により提出した支出報告書（会派分）及び

同条第２項各号に掲げる書類並びに前項の規定により提出した政務活動費収支報告書

（会派分）について訂正しようとするときは，政務活動費収支報告書等訂正報告書を会

派の代表者に提出しなければならない。

３ 会派の代表者は，経理責任者から第１項に規定する政務活動費収支報告書（会派分）

の提出があったときは，その内容を確認した上で，条例第８条第１項の収支報告書にそ

の写しを添付して議長に提出するものとする。

４ 会派の代表者は，経理責任者から第２項に規定する政務活動費収支報告書等訂正報告

書の提出があったときは，その内容を確認した上で，条例第８条第４項の訂正報告書に

その写しを添付して議長に提出するものとする。

（所属議員が一人の場合における事務処理）

第１２条 所属議員が一人の場合については，第２条第４項の規定は，適用しない。

２ 所属議員が一人の場合における第４条第３項の規定の適用については，同項中「聴取

し」とあるのは 「精査し」とする。，

附 則

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。
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（第２条関係）様式第１号

年 月 日

議員名 殿

会派名

印代表者 ○

年度政務活動委任（変更）通知書

このことについて，次のとおり政務活動を委任しますので効果的な実施を図ってください。

１ 委任期間

年 月 日から 年 月 日まで

２ 委任内容

県政諸課題における政務活動全般

３ 委任額（年額）

円
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（第４条関係）様式第３号

年 月 日

会派名

代表者 殿

印議員名 ○

事業計画書

このことについて，次のとおり政務活動を計画しましたので提出します。

１ 事業期間

年 月 日から 年 月 日まで

２ 事業内容（視察の場合は，訪問場所及び調査目的を記載すること ）。

３ 予定額

円

※積算根拠となる書類を添付すること。

- 42 -



（第４条関係）様式第４号

年 月 日

会派名

代表者 殿

印議員名 ○

実績報告書

次のとおり事業の実績を報告します。

１ 前払を受けた額

円

２ 精算額

円

３ 残余

円

４ 事業概要

別添「活動報告書兼領収書等添付票」のとおり
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（第８条関係）様式第５号

年 月 日

会派名

代表者 殿

印議員名 ○

年度政務活動費収支報告書（所属議員分）

１ 収入

政務活動費 円

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計
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（第８条，第１１条関係）様式第６号

年 月 日

会派名
代表者 殿

印議員名 ○
会派名

印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書（所属議員分・会派分）

年 月 日付けで提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂
正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 支出報告書

⑶ 活動報告書兼領収書等添付票

⑷ 支払証明書

⑸ その他の支出証拠書類（具体的な書類名 ）

２ 残余額

訂正により生じた残余額は， 円であり，返還する。

注 訂正内容については，提出済みの書類（政務活動費収支報告書及び支出報告書並びに活動
報告書兼領収書等添付票，支払証明書その他の支出証拠書類）に次のとおり見え消しによる
訂正を行ったものを添付すること。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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（第１１条関係）様式第８号

年 月 日

会派名

代表者 殿

会派名

印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書（会派分）

１ 収入

政務活動費 円

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

人 件 費

合 計
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様式（規程）

（第４条関係）様式第６号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名
印代表者 ○

年度政務活動費収支報告書

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第１項（第２項）の規定により，次のとおり，
年度政務活動費に係る収支を報告します。

１ 収入 （単位：円）

項 目 収入額

政 務 活 動 費

雑 入

合 計

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残余 円
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記載例

（第４条関係）様式第６号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会議長 殿

徳島県議会 ○○○○会会派名
印代表者 ○○ ○ ○ ○

年度政務活動費収支報告書平成○○

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第１項（第２項）の規定により，次のとおり，
年度政務活動費に係る収支を報告します。平成○○

１ 収入 （単位：円）

項 目 収入額

２８，８００，０００政 務 活 動 費

５５５雑 入

２８，８００，５５５合 計

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

１０，３６８，０００調 査 研 究 費

２，８５０，０００研 修 費

８，６７６，０００広 聴 広 報 費

１，２９０，０００要請陳情等活動費

２５９，２００会 議 費

３０，０００資 料 作 成 費

６５０，０００資 料 購 入 費

１０９，０００事 務 所 費

１，２９８，３００事 務 費

３９０，０００人 件 費

２５，９２０，５００合 計

３ 残余 円２，８８０，０５５

当該年度に交付を受け

た政務活動費の総額を

記入して下さい。

利息等の額を記入して

下さい。

収入合計額を超える

ことはできません。

残余＝返還額となります。
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様式（規程）

（第５条関係）様式第７号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名
印代表者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第４項の規定により， 年 月 日付けで提出
した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 活動報告書兼領収書等添付票の写し

⑶ 支払証明書の写し

⑷ その他の支出証拠書類の写し（具体的な書類名 ）

２ 残余額（該当する番号に○印を付け，⑴の場合は金額を記載すること ）。

⑴ 訂正の結果生じた新たな残余額は， 円であり，返還する。

⑵ 新たに返還すべき残余額は，生じていない。

注 訂正内容については，政務活動費収支報告書及び活動報告書兼領収書等添付票，支払証明
書その他の支出証拠書類に次のとおり見え消しによる訂正を行ったものの写しを添付するこ
と。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第５条関係）様式第７号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会議長 殿

徳島県議会 ○○○○会会派名
印代表者 ○○ ○ ○ ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書平成○○

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第４項の規定により， 年 月 日付け平成○○ ○ ○
で提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂正します。平成○○

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 活動報告書兼領収書等添付票の写し

⑶ 支払証明書の写し

⑷ その他の支出証拠書類の写し（具体的な書類名 ）

２ 残余額（該当する番号に○印を付け，⑴の場合は金額を記載すること ）。

⑴ 訂正の結果生じた新たな残余額は， 円であり，返還する。４９，０００

⑵ 新たに返還すべき残余額は，生じていない。

注 訂正内容については，政務活動費収支報告書及び活動報告書兼領収書等添付票，支払証明
書その他の支出証拠書類に次のとおり見え消しによる訂正を行ったものの写しを添付するこ
と。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第４条関係）様式第６号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会議長 殿

徳島県議会 ○○○○会会派名
印代表者 ○○ ○ ○ ○

年度政務活動費収支報告書平成○○

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第１項（第２項）の規定により，次のとおり，
年度政務活動費に係る収支を報告します。平成○○

１ 収入 （単位：円）

項 目 収入額

２８，８００，０００政 務 活 動 費

５５５雑 入

２８，８００，５５５合 計

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

１０，３６８，０００調 査 研 究 費

２，８５０，０００研 修 費

８，６７６，０００広 聴 広 報 費

１，２９０，０００要請陳情等活動費

２３９，２００会 議 費
２５９，２００

３０，０００資 料 作 成 費

６３２，０００資 料 購 入 費
６５０，０００

１０９，０００事 務 所 費

１，２８３，３００事 務 費
１，２９８，３００

３９０，０００人 件 費

２５，８７１，５００合 計
２５，９２０，５００

２，９２９，０５５ 平成○○年○月○日訂正
会派名 徳島県議会 ○○○○会３ 残余 円２，８８０，０５５

印代表者 ○ ○ ○ ○ ○,

,

,

,

,
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領
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様式（事務処理要領）

（第８条関係）様式第５号

年 月 日

会派名
代表者 殿

印議員名 ○

年度政務活動費収支報告書（所属議員分）

１ 収入

政務活動費 円

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計
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記載例

（第８条関係）様式第５号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

印議員名 ○□ □ □ □

年度政務活動費収支報告書（所属議員分）平成○○

１ 収入

政務活動費 円１，８００，０００

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

４６８，０００調 査 研 究 費

９０，０００研 修 費

６６６，０００広 聴 広 報 費

１２６，０００要請陳情等活動費

３６，０００会 議 費

１８，０００資 料 作 成 費

７２，０００資 料 購 入 費

５４，０００事 務 所 費

１８０，０００事 務 費

９０，０００人 件 費

１，８００，０００合 計

精算払のため、収入＝支出合計となります。
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様式（事務処理要領）

（第８条，第１１条関係）様式第６号

年 月 日

会派名
代表者 殿

印議員名 ○
会派名

印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書（所属議員分・会派分）

年 月 日付けで提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂
正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 支出報告書

⑶ 活動報告書兼領収書等添付票

⑷ 支払証明書

⑸ その他の支出証拠書類（具体的な書類名 ）

２ 残余額

訂正により生じた残余額は， 円であり，返還する。

注 訂正内容については，提出済みの書類（政務活動費収支報告書及び支出報告書並びに活動
報告書兼領収書等添付票，支払証明書その他の支出証拠書類）に次のとおり見え消しによる
訂正を行ったものを添付すること。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第８条，第１１条関係）様式第６号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

印議員名 ○□ □ □ □
会派名

印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書（所属議員分・会派分）平成○○

年 月 日付けで提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のと平成○○ ○ ○ 平成○○
おり訂正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 支出報告書

⑶ 活動報告書兼領収書等添付票

⑷ 支払証明書

⑸ その他の支出証拠書類（具体的な書類名 ）

２ 残余額

訂正により生じた残余額は， 円であり，返還する。３１，０００

注 訂正内容については，提出済みの書類（政務活動費収支報告書及び支出報告書並びに活動
報告書兼領収書等添付票，支払証明書その他の支出証拠書類）に次のとおり見え消しによる
訂正を行ったものを添付すること。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第８条関係）様式第５号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

印議員名 ○□ □ □ □

年度政務活動費収支報告書（所属議員分）平成○○

１ 収入

政務活動費 円１，８００，０００

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

４６８，０００調 査 研 究 費

９０，０００研 修 費

６６６，０００広 聴 広 報 費

１２６，０００要請陳情等活動費

２０，０００会 議 費
３６，０００

１８，０００資 料 作 成 費

７２，０００資 料 購 入 費

５４，０００事 務 所 費

１６５，０００事 務 費
１８０，０００

９０，０００人 件 費

１，７６９，０００合 計
１，８００，０００

平成○○年○月○日訂正
印議員名 □□ □□ ○

,

,

,
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様
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平成○○年○月○日訂正
議員名　□□　□□　

参考様式５

午後２時から午後４時まで

●●センターホテル会議室

徳島市▲町１番地

●●町で活躍する若手経営者及び専業農家、町観光商工課職員

３０人

会議の名称；徳島県及び●●町の六次産業化と地域活性化策に関する検討会議

会議の内容；

所要時間；２時間

印刷
成果
物

発送
物写
し

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされません。

（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

平成●年●月●日

※議員が開催する会議（県政報告会等）に係る開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出され
ている

36,000

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

合計 36,000

経理責任者審査

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

2,700 参加者お茶代　30人×単価90円＝2,700円2,700茶菓代 10/10

1,300
●●町民センター会議室　2時間借り上げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300円

機材
借上費

32,000 10/10 32,000
プロジェクター及びスクリーン借り上げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,000円

1,300会場費 10/10

充当金額
（円）

支払の内容
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

費目

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　会議費

整理番号 1

⑥ 経費

① 年月日・時間

② 場所

③ 参加者・人数

●●町の六次産業化と地域活性化に取り組むため地元関係者による検討を行った。国、
県における支援制度等の活用を検討するとともに、小規模事業者向けの支援策の充実に
対する意見・要望等を聴取した。

④ 内容

⑤

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

印

✓

✓
✓

16,0001/2

20,000

会議終了後に、別の場所で後援会主催

の活動報告を行った際に、当該機器を

使用していたため、政務活動以外の活

動との按分を行う。

記載例

16,000
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平成○○年○月○日訂正
議員名　□□　□□　

参考様式９

商品名 数量 単価（円）

複合機トナー １式 ３０，０００円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。

　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP●●を参照）

（注）郵送費（切手代等）を計上している場合は、必ず発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 １５

支払の内容

例

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

複合機トナー代事務費 30,000 1/2 15,000

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

② 経費

合計 30,000 15,000

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

印

✓
✓

事務所で使用していた複合機が故障し、

新機種に買い換えたが、故障前に購入

した旧機種用のトナーを計上していた

ため、全額訂正を行う。

記載例
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（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／２

　　　政務活動費の支出額 １５，０００円

但し　トナー代として

様

¥30,000

上記の金額を正に受領いたしました

領収書

〒123-4567　徳島県徳島市○○町3-8

株式会社△△電気

20**/*/*
領収書番号：1234567

□□　□□

金額
収 入

印 紙

△
△
電
気

株
式
会
社

平成○○年○月○日訂正

議員名 □□ □□ ,
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様
式

第
７

号
（

第
９

条
関

係
）

　
会

派
名

（
確

認
欄

）

　
代

表
者

　
　

　
　

　
　

　
　

殿
代

表
者

支
出
報
告
書
（
会
派
分
）

　
次

に
よ

り
，

政
務

活
動

費
の

支
出

状
況

を
報

告
し

ま
す

。
　

会
派

名
　

政
務

活
動

費
経

理
責

任
者

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
,

平
成

　
　

年
度

（
単

位
：

円
）

調
査

研
究

費
研

修
費

広
聴

広
報

費
要

請
陳

情
等

活
動

費
会

議
費

資
料

作
成

費
資

料
購

入
費

事
務

費
人

件
費

会
派

整
理

欄

（
単

位
：

円
）

支
出

上
限

額

支
出

済
額

議
会

事
務

局

今
期

報
告

額
確

認
印

支
出

額
合

計

残
額

様
式

（
事

務
処

理
要

領
）

四
半

期
請

求
日

政
務

活
動

費
内

訳

合
計
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様
式

第
７

号
（

第
９

条
関

係
）

　
会

派
名

（
確

認
欄

）

　
代

表
者

　
　

　
　

　
　

　
　

殿
代

表
者

支
出

報
告

書
（

会
派

分
）

印

　
次

に
よ

り
，

政
務

活
動

費
の

支
出

状
況

を
報

告
し

ま
す

。
　

会
派

名
　

政
務

活
動

費
経

理
責

任
者

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
,

平
成

２
８

年
度

（
単

位
：

円
）

調
査

研
究

費
研

修
費

広
聴

広
報

費
要

請
陳

情
等

活
動

費
会

議
費

資
料

作
成

費
資

料
購

入
費

事
務

費
人

件
費

７
～

９
月

H
2
8
.
1
0
.
2
0

5
0
0
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0

会
派

整
理

欄

（
単

位
：

円
）

支
出

上
限

額
1
,
2
0
0
,
0
0
0

支
出

済
額

6
0
0
,
0
0
0

議
会

事
務

局

今
期

報
告

額
5
0
0
,
0
0
0

確
認

印

支
出

額
合

計
1
,
1
0
0
,
0
0
0

残
額

1
0
0
,
0
0
0

印

様
式

（
事

務
処

理
要

領
）

四
半

期
請

求
日

政
務

活
動

費
内

訳

合
計
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様式（事務処理要領）

（第１１条関係）様式第８号

年 月 日

会派名
代表者 殿

会派名
印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書（会派分）

１ 収入

政務活動費 円

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

人 件 費

合 計
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記載例

（第１１条関係）様式第８号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
印政務活動費経理責任者 ○△ △ △ △

年度政務活動費収支報告書（会派分）平成○○

１ 収入

政務活動費 円６，４８０，０００

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

１，９４４，０００調 査 研 究 費

３２４，０００研 修 費

１，６２０，０００広 聴 広 報 費

６３５，０４０要請陳情等活動費

１２９，６００会 議 費

３２，４００資 料 作 成 費

８４２，４００資 料 購 入 費

９５２，５６０事 務 費

０人 件 費

６，４８０，０００合 計

収入≧支出合計となります。

会派に交付された政務活動費に利息を加算

した額から所属議員への委任額を除いた額

（会派使用に係る政務活動費の上限額）と

なります。
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様式（事務処理要領）

（第８条，第１１条関係）様式第６号

年 月 日

会派名
代表者 殿

印議員名 ○
会派名

印政務活動費経理責任者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書（所属議員分・会派分）

年 月 日付けで提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂
正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 支出報告書

⑶ 活動報告書兼領収書等添付票

⑷ 支払証明書

⑸ その他の支出証拠書類（具体的な書類名 ）

２ 残余額

訂正により生じた残余額は， 円であり，返還する。

注 訂正内容については，提出済みの書類（政務活動費収支報告書及び支出報告書並びに活動
報告書兼領収書等添付票，支払証明書その他の支出証拠書類）に次のとおり見え消しによる
訂正を行ったものを添付すること。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第８条，第１１条関係）様式第６号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
印政務活動費経理責任者 ○△ △ △ △

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書（所属議員分・会派分）平成○○

年 月 日付けで提出した 年度政務活動費収支報告書等について，次のと平成○○ ○ ○ 平成○○
おり訂正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 支出報告書

⑶ 活動報告書兼領収書等添付票

⑷ 支払証明書

⑸ その他の支出証拠書類（具体的な書類名 ）

２ 残余額

訂正により生じた残余額は， 円であり，返還する。１８，０００

注 訂正内容については，提出済みの書類（政務活動費収支報告書及び支出報告書並びに活動
報告書兼領収書等添付票，支払証明書その他の支出証拠書類）に次のとおり見え消しによる
訂正を行ったものを添付すること。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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記載例

（第１１条関係）様式第８号

年 月 日平成○○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
代表者 殿○ ○ ○ ○

徳島県議会 ○○○○会会派名
印政務活動費経理責任者 ○△ △ △ △

年度政務活動費収支報告書（会派分）平成○○

１ 収入

政務活動費 円６，４８０，０００

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

１，９４４，０００調 査 研 究 費

３２４，０００研 修 費

１，６２０，０００広 聴 広 報 費

６３５，０４０要請陳情等活動費

１２９，６００会 議 費

３２，４００資 料 作 成 費

８２４，４００資 料 購 入 費
８４２，４００

９５２，５６０事 務 費

０人 件 費

６，４６２，０００合 計
６，４８０，０００

平成○○年○月○日訂正
会派名 徳島県議会 ○○○○会

印政務活動費経理責任者 △△ △△ ○

,

,
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参考様式１

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

□

□

□

□

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

合計

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑦ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

④ 参加者

⑤ 目的・内容

② 場所

③ 相手方

① 年月日・時間

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　調査研究費

整理番号

印
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（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率

　　　政務活動費の支出額 円

本欄に領収書等を添付してください。

※裏面は各項目（参考様式１～１１）共通です。

※領収書は重ならないように添付してください。

貼りきれない分は、Ａ４用紙（任意様式）に貼り付けてください。
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参考様式２

※議員が主催する研修会の場合は、講師名を記載

※議員が主催する研修会の場合は、参加人数を記載

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

□

□

□

□

□

① 年月日・時間

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　研修費

整理番号

② 場所

③ 相手方

④ 参加者

⑤ 目的・内容

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑦ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

合計

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

議員が主催する研修の場合、参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食(公職選挙法の制
限を超える飲食)の提供はない

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

- 75 -



参考様式３

印刷
成果
物

発送
物写
し

（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

① 年月日

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　広聴広報費

整理番号

② 内容

※議員が開催する会議（県政報告会等）の場合、開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

③

政務活動以外の活動
（議会・後援会・政
党活動等）が含まれ
ている場合はその内
容及び按分率の根拠

充当金額
（円）

支払の内容費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされません。

④ 経費

合計

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出されて
いる

印

- 76 -



参考様式４

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

□

□

□

□

① 年月日・時間

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　要請陳情等活動費

整理番号

② 場所

③ 相手方

④ 参加者 　※会派分の報告等の場合，参加した議員名を記載

⑤ 目的・内容

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑦ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

合計

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印
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参考様式５

印刷
成果
物

発送
物写
し

（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

※議員が開催する会議（県政報告会等）に係る開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされません。

経理責任者審査

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出され
ている

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

合計

領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

費目

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　会議費

整理番号

充当金額
（円）

支払の内容

① 年月日・時間

② 場所

③ 参加者・人数

④ 内容

⑤

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑥ 経費

印
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参考様式６

印刷
成果
物

□

□

□

①

使用目的・
内容・数量

※使用した会議
名、資料名等を
記載すること

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　資料作成費

整理番号

② 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

合計

支払の内容
充当金額
（円）

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である 経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

印
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参考様式７

（注）一般的に大衆紙と言われる雑誌類や選挙活動用とみなされる可能性が高い住宅地図には充当できません。

（注）定期購読をしている刊行物について、１２ヶ月を超える分は対象となりません。

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　資料購入費

整理番号

書籍名
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

備考

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である 経理責任者審査

充当に適さない書籍等（選挙関連、住宅地図、大衆雑誌等）は含まれていない

合計

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

印
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参考様式８

※具体的に記載

□

□

□

費目 月分 支払の内容

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務所費

整理番号

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

※該当費目
を○で囲む

家賃料

電気代

水道代

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

事務所状況報告書が提出されている（内容に不備等がない）

政務活動費の支出額には事務所状況報告書記載の按分率が適用されている

ガス代

その他

例：

警備会社

との警備

委託料

印
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参考様式９

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP25を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号

② 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

支払の内容
充当金額
（円）

合計

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

印
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参考様式１０

ｂ ａ
（　　　　　　　）　　　　×（　　）/（　　　） ＝　 円

ｂ ａ
（　　　　　）×（　　　）×（　　）/（　　　） ＝ 円

ｂ
（　　　　　）　　　　　　×（     ） 　　　　　＝　　　　　　　       　円

□

□

□

①

雇用形態

及び

提出書類

□ 雇用主が会派又は議員

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　人件費

整理番号

主に月給制による常勤雇用
（雇用契約書及び領収書を提出）

□
主に日給・時給制による非常勤雇用
（勤務実績表兼領収書を提出）

□ 雇用主が会派又は議員以外（例：派遣等）
（職員従事協定書及び領収書を提出）

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

必要書類（勤務実績表、雇用契約書、職員従事協定書）が提出されている

月額単価

日額単価 日数

時間単価

※日々の勤務時間、政務活動への従事時間、具体的な業務内容を記載した
　勤務実績表に基づき、政務活動への従事割合を按分する場合

□ 合理的な説明が困難な場合

按分率
の根拠

及び

充当額

□ 合理的な説明ができる場合（※）

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

雇用契約書に記載の給与又は賃金　×１／２ ＝　　　　　　　　　　　        円

職員従事協定書に記載の費用負担　×１／２ ＝　　　　　　　　　　　        円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

②

印
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参考様式１１

□

□

□

□

項目 月分 充当額

活動報告書兼領収書等添付票

費目 　交通費（ガソリン代）

整理番号

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

自動車使用記録簿が提出されている

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

- 84 -



参考様式１２

㎞

　計算式：走行距離（km）÷ 燃費（km/ℓ）× 購入単価（円）＝ 充当額（円）

km/ℓ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

自動車使用記録簿（平成　　年　　月分）

使用日 政務活動先 政務活動目的
政務活動に要した
走行距離（km）

摘　要

政務活動に要した走行距離数の合計

走行距離 　 購入単価 　

(注) 　当該政務活動に該当する項目を摘要欄に記載すること。また，他の経費支出に伴って，
「活動報告書兼領収書等添付票」を作成した場合は，併せて当該整理番号も記載するこ
と。

燃費 購入単価

充当額 　走行距離 　 　 購入単価 　

充当額 　

走行距離 　 購入単価 　 充当額 　
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参考様式１３

会派名

議員名

※必要事項を記入の上、該当する項目に☑を入れる
〒

※按分率の根拠を説明する資料を添付すること

○○年度　事務所状況報告書

所在地 住所

電話（　　　　　　　　　　）

所有区分

□
　自己、配偶者又は一親等の親族が所有
　自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人が所有
　自己が実質支配する法人が所有

□
上記以外（第三者からの賃貸物件等）
賃貸借契約先（　        　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

事務所形態

□ 専用事務所

□ 自宅兼事務所　全体面積       ㎡（うち、事務所部分面積　　　㎡）

他用途と
しての
届出

□ 無

□ 有

□ 後援会事務所

□ 政党事務所

按分率の根拠

□ 使用実態等による合理的な説明ができる場合　　按分率（　　／　　）

□ 合理的な説明が困難な場合（下表の按分率を適用）

□
その他

（　　　　　　　　　　　　　　　）

該当欄に
✓を記入 所有区分 家賃料

光熱水費・
維持管理費

自宅兼用 充当不可
１／４　又は
使用面積割合の
どちらか低い方

自己、配偶者又は一親等の親族が所有
自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法
人が所有
自己が実質支配する法人が所有

充当不可 １／２

上記以外（第三者所有） １／２ １／２

確認印 会派代表者 経理責任者
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参考様式１４

電話

印

印

議員自筆署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

雇用契約書

ふりがな 生年月日

氏名

現住所

　　下記の条件で契約します。

雇用期間 年　　　月　　日 から　　　年　　　月　　　日 まで

就業場所

職務内容

就業時間 午前・午後　　時　　分 から　午前・午後　　時　　分 まで

（休憩時間） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

休日

給与
（賃金）

被雇用者は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

給与支払

給与振込先

　　上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

　　契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。

　　　　年　　　月　　　日

雇用者

被雇用者
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参考様式１５

左記金額を領収致しました

平成　　年　　月　　日

住所

氏名 印

1.

2.

議員自筆署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

勤務実績表兼領収書
　月分  　　　 氏名

日 曜日 勤務時間数 政務活動業務内容うち政務活動業務
従事時間数

　金　　　　　　　　　　円

上記のとおり、勤務したことを証明します。

上記の者（被雇用者）は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

計 (a) (ｂ)
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参考様式１６

電話　

　　　　年　　　月　　　日

（甲）　　（従事元） 派遣元の代表者名 印

（乙）　　（従事先） 徳島県議会議員 印

議員自筆署名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           

従事者は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

支払方法

その他
　この協定書に定めるもののほか、従事の取扱に関し疑義が生じた場合
は、甲乙協議の上これを定める。

　本協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。

職務内容

従事日・時間

費用負担等

　従事元を甲とし、従事先を乙として、甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させます。

従事期間 　　　　年　　月　　日 から　　　　　年　　　月　　　日 まで

従事場所

職員従事協定書

従
事
者

ふりがな 生年月日

氏名

現住所
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参考様式１７

調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、

会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、

人件費

上記のとおり相違ないことを証明します。

議員名　　　　　　　　　　　　　

会派名

政務活動費経理責任者

支払証明書

項　　目

年月日 金　額 相手方 使途及び内容 備　考
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参考様式１８

政務活動海外調査報告書

①期間

②訪問国・地域

③調査日程

④目的

⑤成果・所感
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参考様式１

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

✓

✓

□

□

□

□

① 年月日・時間
　①平成２７年５月１１日（月）午後１時３０分～午後３時
　②平成２７年５月１２日（火）午前９時３０分～午前１０時３０分

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　調査研究費

整理番号 1

② 場所
　①ＮＰＯ法人東京高齢者を守る会（東京都千代田区）
　②参議院議員会館

③ 相手方
　①ＮＰＯ法人東京高齢者を守る会　理事長　○○　○○ほか３名
　②厚生労働省労働需給課　派遣・請負対策企画官　○○　○○

④ 参加者 　※会派分の報告等の場合，参加した議員名を記載

⑤ 目的・内容

【目的】
①ＮＰＯ法人東京高齢者を守る会の運営について調査を行うことにより，本県の高齢者対策の参考とする。
②労働者派遣法改正をめぐる動き等について調査研究し，今後の議会活動に役立てる。

【内容】
①ひとり暮らし高齢者対策の現状と今後の課題についての意見交換及び高齢者支援センターの視察
②労働者派遣法改正をめぐる動きについての意見交換

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

・５月１２日　午前１１時～　東京都庁で総務委員会県外視察に合流（復路航空券代は，費用弁償で支給）

⑦ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

交通費 59,980 往路 29,990
5/11～5/14　往復航空券代       29,990円×2
往路：5/11 JAL454  9:00徳島発⇒10:20羽田着
復路：5/14 JAL463 18:15羽田発⇒19:25徳島着

例

交通費 1,540 10/10 1,540 5/11　タクシー代（浜松町⇒永田町）

交通費 490 10/10 490 5/11　モノレール代（羽田空港⇒浜松町駅）

交通費 － － 5/11　自動車使用（自宅⇒徳島空港）

宿泊費 18,000 上限あり 14,800 5/11　千代田ホテル宿泊代　　

合計 80,010 46,820

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

✓

✓

✓

記載例 議会用務あり
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参考様式１７

調査研究費、研修費、広聴広報費、要請陳情等活動費、

会議費、資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費、

人件費

上記のとおり相違ないことを証明します。

議員名　　　　　　　　　　　　　

年月日 金　額 相手方 使途及び内容 備　考

記載例

支払証明書

項　　目

H27.5.11 490円 東京ﾓﾉﾚｰﾙ
モノレール代（羽田
空港⇒浜松町駅）

徳島　太郎
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（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率になります

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 ４６，８２０円

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率

　　　政務活動費の支出額 円

本欄に領収書等を貼付してください。

※本欄に貼付される領収書自体や明細書等によって、記載事項の

内容が明確に判断できる場合は、表面記載は不要。

（主に資料作成費、資料購入費、事務所費、事務費の場合）

ただし、領収書の金額と政務活動費の支出額が異なる場合には、

本欄下段（按分による支出の場合、経費の一部に充当した支出の

場合）を必ず記入すること。
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参考様式１

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

 

✓

□

□

□

□

① 年月日・時間
　①平成２７年５月２９日（金）午前１０時～正午
　②平成２７年５月２９日（金）午後４時～午後５時３０分

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　調査研究費

整理番号 2

② 場所
　①赤坂エネルギーセンター（東京都港区）
　②子育て未来創造館（東京都足立区）

③ 相手方
　  ①赤坂エネルギーサービス（株）　運用課長　○○　○○
　　②子育て未来創造館　館長　○○　○○ほか１名

④ 参加者 　※会派分の報告等の場合，参加した議員名を記載

⑤ 目的・内容

【目的】
①赤坂エネルギーシステムについて調査することにより，今後の議会活動の参考とする。
②子育て未来創造館施設概要や運営状況について調査研究を行うことにより，本県の子育て支援施策の参考と
する。

【内容】
①赤坂エネルギーシステムについて概要聴取，意見交換及び現地視察
②子育て未来創造館の施設概要について説明聴取
②子育て支援施策についての意見交換

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

・５月２９日　午後１時３０分～午後３時　党本部において，県連担当者研修会（政党用務）に参加（往復航
空券代，駐車場代及び燃料代の按分率は１／２とする。）

⑦ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

交通費 59,980 1/2 29,990
5/29　往復航空券代                59,980円
往路：5/29 ANA280  7:40徳島発⇒ 8:55羽田着
復路：5/29 ANA287 19:30羽田発⇒20:45徳島着

例

ガイド代 2,000 10/10 2,000 5/29　赤坂エネルギーセンター説明ガイド料

交通費 5,680 10/10 5,680 5/29　タクシー代（羽田空港⇒港区赤坂）

交通費 600 1/2 300 5/29　駐車場代（徳島空港）　　

交通費 5,850 10/10 5,850 5/29　タクシー代（足立区⇒羽田空港）

合計 74,110 43,820

交通費 － 1/2 － 5/29　自動車使用（自宅⇔徳島空港）

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

✓

✓

✓

記載例 政党用務あり
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参考様式２

※議員が主催する研修会の場合は、講師名を記載

※議員が主催する研修会の場合は、参加人数を記載

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

✓

✓

✓

□

□

□

□

□

④ 参加者

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　研修費

整理番号 1

① 年月日・時間 　平成２７年５月８日（金）午前１０時～午後４時

② 場所 　東京ビジネスセンター（東京都新宿区）

③ 相手方

⑤ 目的・内容

【目的】
・地方議員研究会の地域医療セミナーに参加することにより，本県の地域医療再生計画検討の参考とする。

【内容】
・基調講演「地域医療再生への処方箋」　講師　○○　○○
・シンポジウム　テーマ「地域医療問題を考える」

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

充当金額
（円）

支払の内容

例

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

交通費 980 10/10 980
5/7～8　往復ﾓﾉﾚｰﾙ代（羽田空港⇔浜松町駅）
                                   490円×2

交通費 37,800 10/10 37,800

5/7～8　１泊２日旅行パック代　　   37,800円
往路：5/7 JAL460  15:25徳島発⇒16:45羽田着
復路：5/8 JAL463  18:15羽田発⇒19:25徳島着
宿泊先　ホテル東京

参加費 15,324 10/10 15,324
5/8  地方議員研究会「地域医療セミナー」
　　　　　　　 参加料15,000円　振込手数料324円

交通費 320 10/10 320
5/7～8　往復ＪＲ代（浜松町駅⇔東京駅）
                                   160円×2

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

交通費 600 10/10 600 5/7～8　駐車場代（徳島空港）

交通費 － － 5/7～8　自動車使用（自宅⇔徳島空港）

⑦ 経費

合計 55,024 55,024

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

議員が主催する研修の場合、参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食(公職選挙法の制
限を超える飲食)の提供はない

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

記載例 団体開催分

✓

✓

✓
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参考様式２

※議員が主催する研修会の場合は講師名を記載

　講師：一般財団法人　地方創生センター　理事長　○○　○○

※議員が主催する研修会の場合は参加人数を記載

　参加人数：５０人

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

□

□

□

□

□

④ 参加者

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　研修費

整理番号 2

① 年月日・時間 　平成２７年７月１４日（火）午後１時３０分～午後４時

② 場所 　徳島公民館　１階会議室（徳島市徳島町）

③ 相手方

⑤ 目的・内容

【目的】
・地域住民を対象とした地方創生セミナーを開催することにより，活力に満ちた地域づくりに資することを目
的とする。

【内容】
・地方創生についての講演
・地域活性化に向けた意見交換

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

充当金額
（円）

支払の内容

例

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

謝金 50,000 10/10 50,000 講師謝金

会場費 37,800 10/10 37,800
徳島公民館会議室借上げ　　10,800円×3時間
プロジェクター等借上げ　　　　    5,400円

茶菓代 4,500 10/10 4,500 参加者お茶代　50人×単価90円＝4,500円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

⑦ 経費

合計 92,300 92,300

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査
政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

議員が主催する研修の場合、参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食(公職選挙法の制限を
超える飲食)の提供はない

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

記載例 議員主催分

✓

✓

✓
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参考様式３

※県政報告会の場合は年月日と時間を記載すること

平成27年8月3日　午後1時から午後3時まで

　場所　徳島ホテル　松の間

　所在地　徳島市やまもも町1丁目1番地

　参加者　地域住民、市区町村議会議員

　参加人数　150人

　報告会の名称「平成27年度　県政報告会」

　報告会の内容

　　平成27年度における県政報告を行い、地域住民及び

　　市区町村議会議員からの意見を聴く。

　所要時間　2時間

印刷
成果
物

発送
物写
し

✓

✓

（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

① 年月日

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　広聴広報費

整理番号 1

② 内容

※議員が開催する会議（県政報告会等）の場合、開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

③

政務活動以外の活動
（議会・後援会・政
党活動等）が含まれ
ている場合はその内
容及び按分率の根拠

充当金額
（円）

支払の内容

例

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

印刷費 3,000 3,000 案内状印刷代　150部×単価20円＝3,000円

会場費 100,000 100,000 徳島ホテル「松の間」2時間借り上げ

茶菓代 12,750 12,750 参加者お茶代　150人×単価85円＝12,750円

郵送費 12,300 12,300 案内状郵送代　150通×単価82円＝12,300円

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされません。

④ 経費

合計 128,050 128,050

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出されて
いる

印

記載例 県政報告会用

印

✓

✓

✓

✓

✓
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参考様式３

※広報紙（誌）等発行の場合は発行年月日を記載すること

発行部数　10,000部

配付方法　郵送、事務所での配付、ポスティング

県政報告書を印刷し、県内において上記の配布方法により

地域住民に配布し、広報広聴活動を行う。

印刷
成果
物

発送
物写
し

✓

✓

（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

③

政務活動以外の活動
（議会・後援会・政
党活動等）が含まれ
ている場合はその内
容及び按分率の根拠

※広報紙（誌）等発行に当たり、全８ページ中、後援会活動が１ページ、その
他の活動が１ページ占めているため、按分率は３／４とする

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　広聴広報費

整理番号 2

① 年月日
平成27年8月3日

② 内容

内容　

※議員が開催する会議（県政報告会等）の場合、開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

⑥ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

制作費 80,000 3/4

支払の内容

例

充当金額
（円）

レイアウト・デザイン代一式　　　　　　80,000円

印刷費 280,000 3/4 210,000

県政報告書印刷代 10,000部×単価15円＝150,000円
封筒印刷代　     10,000部×単価 3円＝ 30,000円
封筒代　　　　　 10,000部×単価 7円＝ 70,000円
封入作業代一式　 　　　　　　　　　　 30,000円

60,000

郵送費 200,000 3/4 150,000
県政報告書のゆうメール代
　　　　　　　　　8,000部×単価25円＝200,000円

合計 560,000 420,000

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされません。

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出されて
いる

印

記載例 県政報告会以外

印

✓

✓

✓

✓
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参考様式４

支払
証明
書

自動
車使
用記
録簿

□

□

□

□

① 年月日・時間 　平成２７年６月２日（火）　午後１時３０分～午後２時３０分

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　要請陳情等活動費

整理番号 1

② 場所 　西日本高速道路（株）本社（大阪市）

③ 相手方 　西日本高速道路（株）建設事業部長　○○　○○ほか２名

④ 参加者 　※会派分の報告等の場合，参加した議員名を記載

⑤ 目的・内容
・平成２７年６月２日（火），高速自動車国道，阿南安芸自動車道及び国道５５号バイパスの整備促進につい
て，西日本高速道路（株）に対し，要望活動を行った。

⑥

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑦ 経費

費目

交通費

交通費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

10/10 6,700 6/2　往復高速バス代（徳島駅⇔大阪駅）6,700円

交通費 730 10/10 730
6/2　タクシー代
　　　（大阪駅⇒西日本高速道路(株)本社）

6,700

10/10 890
6/2　タクシー代
　　　（西日本高速道路(株)本社⇒大阪駅）

890

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

合計 8,320 8,320

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

充当に適さない会費等（例:酒類が提供される会合への参加費）は含まれていない

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

✓

✓

記載例
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参考様式５

午後1時から午後2時まで

四国コミュニティセンター会議室

徳島市しらさぎ町１番地

地域住民、有識者等

20人

会議の名称；徳島政策研究会

会議の内容

　議員がコーディネーター、有識者がパネリストとなり、徳島県の政策に関する現状と課題を報告する。

　地域住民との質疑応答及び意見交換を行う。

所要時間；1時間

印刷
成果
物

発送
物写
し

（注）専ら来賓や後援会長挨拶ばかりで、議員自らによる県政報告や参加者との意見交換等がないものについては、政務活動とはみなされない。
（注）印刷費を計上している場合は、当該印刷費に係る成果物を添付すること。

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

□

□

① 年月日・時間
平成27年7月31日

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　会議費

整理番号 1

② 場所

③ 参加者・人数

④ 内容

※議員が開催する会議（県政報告会等）に係る開催通知（案内文）及び会議次第を添付すること

⑤

政務活動以外の活
動（議会・後援
会・政党活動等）
が含まれている場
合はその内容及び
按分率の根拠

⑥ 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

会場費 2,000 10/10 2,000 四国コミュニティセンター会議室　1時間借り上げ

例

茶菓代 1,800 10/10 1,800 参加者お茶代　20人×単価90円＝1,800円

合計 3,800 3,800

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

後援会主催の報告会等ではない

参加者等に対してお茶及びお茶うけを超える飲食（公職選挙法の制限を超える飲食）の提供はない

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出され
ている

印

✓

✓

✓

記載例
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参考様式６

裏面のとおり

例１

使用目的 県政報告書に掲載する活動写真

内容 別途提出の県政報告書のとおり

数量 ３０枚

例２

使用目的 ９月定例会での一般質問用パネル

内容 別添縮小版のとおり

数量 ３枚

印刷
成果
物

□

□

□

①

使用目的・
内容・数量

※使用した会議
名、資料名等を
記載すること

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　資料作成費

整理番号 1

② 経費

費目
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

事務費 1,900 3/5

支払の内容

例１

充当金額
（円）

デジカメ現像代（政務活動対象は30枚）
　　　　　　　　　　　　　 50枚×38円＝1,900円

合計 1,900 1,140

1,140

例２

合計 45,000 45,000

事務費 45,000 10/10 45,000 パネル作成代　　　　　 15,000円×3枚＝45,000円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である 経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

印刷費を計上している場合は、成果物（現物）が添付されている

領収書又はレシートに、使用目的・内容の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

領収書又はレシートに、使用目的・内容の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

印
✓

✓

記載例
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参考様式７

（注）一般的に大衆紙と言われる雑誌類や選挙活動用とみなされる可能性が高い住宅地図には充当できない。

（注）定期購読をしている刊行物について、１２ヶ月を超える分は対象とならない。

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　資料購入費

整理番号 1

書籍名
領収書金額
（円）

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

備考

阿波新聞 12,312 10/10 12,312 7～9月分

時事行財政情報モニタ使用料 129,600 10/10 129,600 4～3月分

日経グローカル 90,720 10/10 90,720 4～3月分

日本の地方財政 2,160 10/10 2,160

地域マネジメント戦略 2,376 10/10 2,376

小計 237,168 237,168

裏面のとおり

小計 50,000 50,000

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である 経理責任者審査

充当に適さない書籍等（選挙関連、住宅地図、大衆雑誌等）は含まれていない

合計 287,168 287,168

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

※領収書又はレシートに書籍名及び金額が記載されている場合、

本欄には「裏面のとおり」と記載

印

✓

✓

記載例
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参考様式８

※具体的に記載

□

□

□

費目 月分 支払の内容

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務所費

整理番号 1

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

※該当費目
を○で囲む

 
 
 
４
～
６
月
分

　徳島市内にある事務所家賃家賃料

電気代

水道代

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

事務所状況報告書が提出されている（内容に不備等がない）

政務活動費の支出額には事務所状況報告書記載の按分率が適用されている

ガス代

その他

例：

警備会社

との警備

委託料

印

✓

✓

✓

記載例 事務所の所有区分が第三者
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＜通帳の写しを添付する場合＞

＊27-04-30 ＊25,000　家賃 ＊＊＊＊＊＊＊

＊27-05-29 ＊25,000　家賃 ＊＊＊＊＊＊＊

＊27-06-30 ＊25,000　家賃 ＊＊＊＊＊＊＊

＜領収書を添付する場合＞

領収書　　　　徳島　太郎　様 No.

金　　　75,000 円
但　4月、5月、6月分賃料として

平成27年6月30日　上記正に領収いたしました。

内訳 □□不動産有限会社

消費税額等（　％） 代表取締役　○○　○○

円

（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／２

　　　政務活動費の支出額 37,500

本欄に領収書等を添付してください。

印
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参考様式８

※具体的に記載

□

□

□

費目 月分 支払の内容

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務所費

整理番号 2

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

※該当費目
を○で囲む

 
 
 
 
 
 
４
～
６
月
分

　裏面のとおり

家賃料

電気代

水道代

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

事務所状況報告書が提出されている（内容に不備等がない）

政務活動費の支出額には事務所状況報告書記載の按分率が適用されている

ガス代

その他

例：

警備会社

との警備

委託料

印

✓

✓

✓

記載例 事務所の所有区分が第三者
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＜通帳の写しを添付する場合＞

＊27-04-03 ＊12,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-04ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＊27-05-01 ＊10,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-05ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＊27-06-01 ＊14,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-06ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＜領収書を添付する場合＞

円

（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／２

　　　政務活動費の支出額 18,000

本欄に領収書等を添付してください。

12,000

10,000

14,000

徳島 太郎

徳島 太郎

徳島 太郎
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参考様式１３

会派名 □□□□

議員名 徳島　太郎

※必要事項を記入の上、該当する項目に☑を入れる
〒 ７７０－８５７０

徳島市万代町△－△

※按分率の根拠を説明する資料を添付すること

○○年度　事務所状況報告書

所在地 住所

電話（088－621－××××）

所有区分

□
　自己、配偶者又は一親等の親族が所有
　自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人が所有
　自己が実質支配する法人が所有

□
上記以外（第三者からの賃貸物件等）
賃貸借契約先（　 □□不動産有限会社   　）

事務所形態

□ 専用事務所

□ 自宅兼事務所　全体面積       ㎡（うち、事務所部分面積　　　㎡）

他用途と
しての
届出

□ 無

□ 有

□ 後援会事務所

□ 政党事務所

按分率の根拠

□ 使用実態等による合理的な説明ができる場合　　按分率（　　／　　）

□ 合理的な説明が困難な場合（下表の按分率を適用）

□
その他

（　　　　　　　　　　　　　　　）

該当欄に
✓を記入 所有区分 家賃料

光熱水費・
維持管理費

自宅兼用 充当不可
１／４　又は
使用面積割合の
どちらか低い方

自己、配偶者又は一親等の親族が所有
自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法
人が所有
自己が実質支配する法人が所有

充当不可 １／２

上記以外（第三者所有） １／２ １／２

確認印 会派代表者 経理責任者

記載例 事務所の所有区分が第三者

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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参考様式８

※具体的に記載

□

□

□

費目 月分 支払の内容

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務所費

整理番号 3

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

※該当費目
を○で囲む

 
 
 
 
 
 
４
～
６
月
分

　裏面のとおり

家賃料

電気代

水道代

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

事務所状況報告書が提出されている（内容に不備等がない）

政務活動費の支出額には事務所状況報告書記載の按分率が適用されている

ガス代

その他

例：

警備会社

との警備

委託料

印

✓

✓

✓

記載例 事務所の所有区分が自己
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＜通帳の写しを添付する場合＞

＊27-04-03 ＊12,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-04ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＊27-05-01 ＊10,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-05ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＊27-06-01 ＊14,000　ﾃﾞﾝﾄｳ-06ｶﾞﾂ ＊＊＊＊＊＊

＜領収書を添付する場合＞

円

（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／６

　　　政務活動費の支出額 6,000

本欄に領収書等を添付してください。

12,000

10,000

14,000

徳島 太郎

徳島 太郎

徳島 太郎

自宅兼事務所の場合、事務所状況報告書

で記載する事務所部分面積又は１／４の

どちらか低い方の割合となります
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参考様式１３

会派名 □□□□

議員名 徳島　太郎

※必要事項を記入の上、該当する項目に☑を入れる
〒 ７７０－８５７０

徳島市万代町△－△

※按分率の根拠を説明する資料を添付すること

○○年度　事務所状況報告書

所在地 住所

電話（088－621－××××）

所有区分

□
　自己、配偶者又は一親等の親族が所有
　自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人が所有
　自己が実質支配する法人が所有

□
上記以外（第三者からの賃貸物件等）
賃貸借契約先（　 　　　　　　　　　　　　　  　）

事務所形態

□ 専用事務所

□ 自宅兼事務所　全体面積３６０㎡（うち、事務所部分面積６０㎡）

他用途と
しての
届出

□ 無

□ 有

□ 後援会事務所

□ 政党事務所

按分率の根拠

□ 使用実態等による合理的な説明ができる場合　　按分率（　　／　　）

□ 合理的な説明が困難な場合（下表の按分率を適用）

□
その他

（　　　　　　　　　　　　　　　）

該当欄に
✓を記入 所有区分 家賃料

光熱水費・
維持管理費

自宅兼用 充当不可
１／４　又は
使用面積割合の
どちらか低い方

自己、配偶者又は一親等の親族が所有
自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法
人が所有
自己が実質支配する法人が所有

充当不可 １／２

上記以外（第三者所有） １／２ １／２

確認印 会派代表者 経理責任者

✓

✓

✓

✓

✓

✓

記載例 事務所の所有区分が自己
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参考様式９

別添のとおり

商品名 数量 単価（円）

ファイル １０冊 １０８円

付箋 ５束 １０８円

スティックのり ２本 １０８円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP25を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 1

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

② 経費

費目

事務費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

1/2 918 商品代1,836

合計 1,836 918

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

印

✓
✓

記載例 事務用品
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参考様式９

別添のとおり

インターネット接続料　平成２８年９月分　６，８４４円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP25を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 2

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

② 経費

費目

通信費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

1/4 1,711 インターネット接続料（9月分）　　　　　6,844円6,844

合計 6,844 1,711

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

印

✓
✓

記載例 インターネット接続料

自宅設置で私的活動を含む場合
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参考様式９

別添のとおり

携帯電話代　平成２７年９月分　６８４４円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP25を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 3

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

② 経費

費目

通信費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

1/4 1,711 携帯電話代（9月分）　　　　　　　　　　6,844円6,844

合計 6,844 1,711

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

印

✓

✓

記載例 携帯電話料金
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参考様式９

別添のとおり

ノート型パソコン　　 1台×120,000円＝120,000円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP●●を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 4

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

② 経費

費目

事務費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

1/2 60,000 ノート型パソコン　　 1台×120,000円＝120,000円120,000

合計 120,000 60,000

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

印

✓

✓

記載例 パソコン購入
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参考様式９

別添のとおり

複合機リース代（9月分）　1台×5,800円＝5,800円

発送
物写
し

（注）備品（取得価格１０万円以上のもの。但しパソコンは除く）については、資産形成のおそれがないリース契約を原則とする。
　　　どうしても購入する必要がある場合には、耐用年数を議員残任期で按分した分のみを充当する。（充当の計算はガイドラインP●●を参照）

（注）郵送費を計上している場合は、支払の内容欄に発送数及び発送内容を記載の上、発送物の写しを提出すること。

□

□

□

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　事務費

整理番号 5

①

商品名・数量・
単価・発送内容

※切手を購入し
た場合は発送数
を記載し、発送
物の写しを添付
すること

※全額充当や共
通按分率を超え
た割合を充当す
る場合は、按分
率の根拠を記載
すること

② 経費

費目

事務費

按分率
（ / ）

充当金額
（円）

支払の内容

例

領収書金額
（円）

1/2 2,900 複合機リース代（9月分）　1台×5,800円＝5,800円5,800

合計 5,800 2,900

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績に応じた按分等がされている

全額充当や共通按分率を超えた割合で充当している場合は、その根拠が明確である

郵送費を計上している場合は、発送数及び発送内容が記載されており、発送物の写しが提出
されている

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がない場合

（※下記経費欄に記載が必要な場合）

領収書又はレシートに、商品名、数量及び単価の記載がある場合

（※下記経費欄に記載が不要な場合）

印

✓

✓

記載例 リース代金
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参考様式１０

ｂ ａ
（　　　　　　　）　　　　×（　　）/（　　　） ＝　 円

ｂ ａ
（　　　　　）×（　　　）×（　　）/（　　　） ＝ 円

ｂ
（　　　　　）　　　　　　×（     ） 　　　　　＝　　　　　　　       　円

□

□

□

①

雇用形態

及び

提出書類

□ 雇用主が会派又は議員

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　人件費

整理番号 1

□ 合理的な説明が困難な場合

主に月給制による常勤雇用
（雇用契約書及び領収書を提出）

□
主に日給・時給制による非常勤雇用
（勤務実績表兼領収書を提出）

□ 雇用主が会派又は議員以外（例：派遣等）
（職員従事協定書及び領収書を提出）

□ 合理的な説明ができる場合（※）

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

月額単価

日額単価 日数

時間単価

※日々の勤務時間、政務活動への従事時間、具体的な業務内容を記載した
　勤務実績表に基づき、政務活動への従事割合を按分する場合

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

必要書類（勤務実績表、雇用契約書、職員従事協定書）が提出されている

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

雇用契約書に記載の給与又は賃金　×１／２ ＝　４５，０００ 円

職員従事協定書に記載の費用負担　×１／２ ＝ 円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

②

按分率
の根拠

及び

充当額

印

✓

✓

✓

✓

✓

✓

記載例 主に月給制による常勤雇用

- 117 -



＜振込利用明細書を添付する場合＞

＜領収書を添付する場合＞

領収書　　　　徳島　太郎　様 No.

金　　　90,000 円
但　4月分給与として

平成27年4月25日　上記正に領収いたしました。

内訳 住所　徳島市○○町□□３－８

消費税額等（　％） 氏名　阿波　花子

円

円

（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／２

　　　政務活動費の支出額 45,108

　　　政務活動費の支出額 45,000

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

本欄に領収書等を添付してください。

印

振込手数料も政務活動費から

支出できます

この場合は、

（90,000＋216）×1/2＝45,108

領収書添付の場合

振込利用明細書の場合

記載例 主に月給制による常勤雇用
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参考様式１４

徳島市○○町□□３－８
電話　088－621－××××

雇用契約書に記載の給与又は賃金　

徳島　太郎 印

阿波　花子 印

議員自筆署名：　徳島　太郎

雇用契約書

ふりがな あわ　はなこ 生年月日

氏名 阿波　花子 昭和47年7月9日

現住所

　　下記の条件で契約します。

雇用期間 平成２７年　　４月　　１日 から　平成２８年　３月　３１日 まで

就業場所 　徳島市万代町△－△

職務内容
　資料収集・整理、ホームページ掲載作業、住民からの意見聴取補助、
　広報誌発行等作業　等

就業時間 午前・午後　９時３０分 から　午前・午後　４時３０分 まで

（休憩時間） （　　　　　　　　正午から午後１時まで　　　　　　　　　　）

休日 　土日・祝日

給与
（賃金） 　月額９万円

給与支払 　銀行振込

被雇用者

被雇用者は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

給与振込先 　○○銀行　△△支店　普通　０２１０■■■　阿波花子

　　上記契約期間満了をもって本契約を解消する。

　　契約書は２通作成し、双方が各１通を保管する。

平成２７年　　４月　　１日

雇用者

記載例 主に月給制による常勤雇用
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参考様式１０

ｂ ａ
（　　　　　）　　　　　　×（     ）/（     ） ＝ 円

ｂ ａ

（４，５００）×（８）×（３６）/（４８） ＝　２７，０００ 円

ｂ
（　　　　　）　　　　　　×（     ） 　　　　　＝　　　　　　　       　円

□

□

□

①

雇用形態

及び

提出書類

□ 雇用主が会派又は議員

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　人件費

整理番号 2

□ 合理的な説明が困難な場合

主に月給制による常勤雇用
（雇用契約書及び領収書を提出）

□
主に日給・時給制による非常勤雇用
（勤務実績表兼領収書を提出）

□ 雇用主が会派又は議員以外（例：派遣等）
（職員従事協定書及び領収書を提出）

□ 合理的な説明ができる場合（※）

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

月額単価

日額単価 日数

時間単価

※日々の勤務時間、政務活動への従事時間、具体的な業務内容を記載した
　勤務実績表に基づき、政務活動への従事割合を按分する場合

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

必要書類（勤務実績表、雇用契約書、職員従事協定書）が提出されている

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

雇用契約書に記載の給与又は賃金　×１／２ ＝ 円

職員従事協定書に記載の費用負担　×１／２ ＝　　　　　　　　　　　        円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

②

按分率
の根拠

及び

充当額

印

記載例 主に日給・時間給制による非常勤雇用

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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参考様式１５

左記金額を領収致しました

平成２７年　４月２８日

住所 徳島市○○町□□３－８

氏名 阿波　花子 印

1.

2.

議員自筆署名：　徳島　太郎

勤務実績表兼領収書
４月分 氏名 阿波　花子

日 曜日 勤務時間数 政務活動業務内容うち政務活動業務
従事時間数

1 水

2 木

3 金 6 4 資料収集・整理、住民からの意見聴取補助

4 土

5 日

6 月 6 5 資料収集・整理、ホームページ掲載作業

7 火

8 水

9 木 6 4 資料収集・整理、住民からの意見聴取補助

10 金

11 土

12 日

13 月

14 火

15 水 6 5 資料収集・整理、広報誌発行等作業

16 木 6 5 資料収集・整理、広報誌発行等作業

17 金

18 土

19 日

20 月 6 5 資料収集・整理、ホームページ掲載作業

21 火

22 水

23 木 6 3 資料収集・整理、住民からの意見聴取補助

24 金

25 土

26 日

27 月

28 火 6 5 県政報告会準備作業、住民からの意見聴取補助

29 水

30 木

　金　　３６，０００　　円

上記のとおり、勤務したことを証明します。

上記の者（被雇用者）は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

計 (a)　４８ (ｂ)　３６

記載例 主に日給・時間給制による非常勤雇用
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参考様式１０

ｂ ａ
（　　　　　　　）　　　　×（　　）/（　　　） ＝　 円

ｂ ａ
（　　　　　）×（　　　）×（　　）/（　　　） ＝ 円

ｂ
（　　　　　）　　　　　　×（     ） 　　　　　＝　　　　　　　       　円

□

□

□

①

雇用形態

及び

提出書類

□ 雇用主が会派又は議員

□

活動報告書兼領収書等添付票

項目 　人件費

整理番号 3

□ 合理的な説明が困難な場合

主に月給制による常勤雇用
（雇用契約書及び領収書を提出）

□
主に日給・時給制による非常勤雇用
（勤務実績表兼領収書を提出）

□ 雇用主が会派又は議員以外（例：派遣等）
（職員従事協定書及び領収書を提出）

□ 合理的な説明ができる場合（※）

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

月額単価

日額単価 日数

時間単価

※日々の勤務時間、政務活動への従事時間、具体的な業務内容を記載した
　勤務実績表に基づき、政務活動への従事割合を按分する場合

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である
経理責任者審査

政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

必要書類（勤務実績表、雇用契約書、職員従事協定書）が提出されている

充当額（次のいずれかの方法で算出すること）

雇用契約書に記載の給与又は賃金　×１／２ ＝ 円

職員従事協定書に記載の費用負担　×１／２ ＝　４５，０００ 円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

②

按分率
の根拠

及び

充当額

印

✓

✓

✓

✓

✓

記載例 雇用主が会派又は議員以外（派遣等）
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＜振込利用明細書を添付する場合＞

＜領収書を添付する場合＞

領収書　　　　徳島　太郎　様 No.

金　　　90,000 円
但　職員派遣に係る費用負担（4月分）として

平成27年4月25日　上記正に領収いたしました。

内訳 住所　鳴門市□□町●●２－５

消費税額等（　％） 氏名　株式会社■■■■

　　 代表取締役 ○○ ○○

円

円

（注）事務所費の場合は「事務所状況報告書」と同じ按分率

（裏面）

【按分による支出の場合】

　　　按分率 １／２

　　　政務活動費の支出額 45,108

　　　政務活動費の支出額 45,000

【経費の一部に充当した支出の場合】

　　　政務活動費の支出額 円

本欄に領収書等を添付してください。

領収書添付の場合

振込利用明細書の場合

振込手数料も政務活動費から

支出できます

この場合は、

（90,000＋216）×1/2＝45,108

記載例 雇用主が会派又は議員以外（派遣等）

印
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参考様式１６

徳島市△△町○○１－３
電話　088－621－××××

平成２７年　　４月　　１日

（甲）　　（従事元） 派遣元の代表者名

株式会社■■■■
　代表取締役　　○○　○○

（乙）　　（従事先） 徳島県議会議員　徳島　太郎

議員自筆署名：　徳島　太郎

職務内容
　資料収集・整理、ホームページ掲載作業、住民からの意見聴取補助、
　広報誌発行等作業　等

職員従事協定書

従
事
者

ふりがな よしの　さぶろう 生年月日

氏名 吉野　三郎 昭和62年1月9日

現住所

　従事元を甲とし、従事先を乙として、甲の上記従業員を下記条件で乙に従事させます。

従事期間 平成２７年　４月　１日 から　平成２８年　３月　３１日 まで

従事場所 　徳島市万代町△－△

その他
　この協定書に定めるもののほか、従事の取扱に関し疑義が生じた場合
は、甲乙協議の上これを定める。

　本協定の証として本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。

従事者は、政務活動費の充当を自粛する者（次に掲げる者）ではありません。
・配偶者、二親等以内の親族及び同一生計者
・自己、配偶者又は一親等の親族の経営する法人職員
・自己が実質的に支配する法人職員

従事日・時間 　　毎週月曜日から金曜日まで、週２０時間

費用負担等 　　月額９万円を乙が負担する

支払方法 　　銀行振込

記載例 雇用主が会派又は議員以外（派遣等）

印

印
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参考様式１１

□

□

□

□

項目 月分 充当額

活動報告書兼領収書等添付票

費目 　交通費（ガソリン代）

整理番号 1

調査研究費

４月分 ５９３円

５月分 ７７２円

６月分 ４８０円

計 １，８４５円

研修費

４月分 ３５３円

５月分 ２２４円

計 ５７７円

会議費

４月分 ２２７円

５月分 ４７３円

６月分 ２９０円

計 ９９０円

　議員本人による確認欄（次の事項に間違いがなければ自筆で☑を記入すること） 会派使用欄

当該支出は政務活動費の使途基準（条例第2条第1項）に合致した適正な支出である

経理責任者審査政務活動以外の活動が含まれている場合、活動実績等に応じた按分がされている

自動車使用記録簿が提出されている

費用弁償が支給される公務日との重複はない

印

✓

✓

✓

記載例

✓
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参考様式１２

（1/2後）

㎞

　計算式：走行距離（km）÷ 燃費（km/ℓ）× 購入単価（円）＝ 充当額（円）

km/ℓ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

項目（　 ）

km ÷ 燃費 km/ℓ × 円 ＝ 円

自動車使用記録簿（平成２７年５月分）

使用日 政務活動先 政務活動目的
政務活動に要した
走行距離（km）

摘　要

H27.5.7～
5.8
徳島空港

地方議員研究会主催の地域医療
セミナーに参加

18 研修費１

H27.5.11 徳島空港
ＮＰＯ法人東京高齢者を守る会
における高齢者対策の現状等に
ついての調査等

18 調査研究費１

H27.5.14 徳島観光ホテル
「四国に新幹線を」県民総決起
集会参加

23 会議費

H27.5.15 徳島公民館
高齢者グループとの意見交換会
に参加

15 会議費

H27.5.21 佐那河内村内 鳥獣被害状況調査 25 調査研究費

H27.5.27 会派控室
観光客誘客施策に関する概要聴
取

10 調査研究費

H27.5.29 徳島空港
赤坂エネルギーシステムの概要
聴取及び視察等

9 調査研究費２

政務活動に要した走行距離数の合計 118

調査研究費

走行距離 62 11 購入単価 137

(注) 　当該政務活動に該当する項目を摘要欄に記載すること。また，他の経費支出に伴って，
「活動報告書兼領収書等添付票」を作成した場合は，併せて当該整理番号も記載するこ
と。

燃費 11 購入単価 137

充当額 473

会議費

走行距離 38 11 購入単価 137

充当額 772

研修費

走行距離 18 11 購入単価 137 充当額 224

記載例
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徳島県政務活動費の交付に関する条例

（趣旨）

第一条 この条例は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第百条第十四項から第十六項

までの規定に基づき、徳島県議会の議員（以下「議員」という ）の調査研究その他の活動に。

資するため必要な経費の一部として、徳島県議会の会派（所属議員が一人の場合を含む。以下

「会派」という ）に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。。

（政務活動費を充てることができる経費の範囲）

第二条 政務活動費は、会派又は議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相

談、各種会議への参加等の県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他

の県民の福祉の増進を図るために必要な活動（以下「政務活動」という ）に要する経費であ。

って別表に掲げるものに充てることができるものとする。

２ 徳島県議会の議長（以下「議長」という ）は、政務活動費について、前項に規定する経費。

に係る詳細な基準、各種の手続等に関する指針を別に定めるものとする。

、 。３ 会派又は議員は 政務活動費を第一項の規定及び前項の指針に従い使用しなければならない

（政務活動費の交付対象）

第三条 政務活動費は、会派に対し交付する。

（政務活動費の額等）

第四条 政務活動費は、月額二十万円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を会派に対し交

付する。

２ 前項の所属議員の数は、月の初日における各会派の所属議員数による。

３ 月の途中において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派から

の脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月

の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の

会派と合併し、又は会派が解散した場合も同様とする。

４ 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

（会派結成等の届出）

第四条の二 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、会派

は代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は議長が別に定める会派結成届を議長

に提出しなければならない。

２ 前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派の代表者は、速やかに、議長が別に定

める会派異動届を議長に提出しなければならない。

３ 会派を解散したときは、その代表者は、速やかに、議長が別に定める会派解散届を議長に提

出しなければならない。

（会派の通知）

第五条 議長は、前条第一項の規定による会派結成届の提出があった会派について、毎年度四月

十日までに、別に定めるところにより、知事に通知しなければならない。

２ 議長は、年度途中において、前条の規定により会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提

出されたときは、別に定めるところにより、速やかに知事に通知しなければならない。
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（政務活動費の交付決定）

第六条 知事は、前条の規定による通知に係る会派について、政務活動費の交付の決定を行い、

議長及び当該会派の代表者に通知しなければならない。

（政務活動費の請求及び交付）

第七条 会派の代表者は、前条の規定による通知を受けた後、毎四半期の最初の月の二十日（そ

の日が県の休日（徳島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第三号）第一条第一項各号

に掲げる日をいう。以下同じ ）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休。

日でない日）までに、議長が別に定めるところにより、当該四半期に属する月数分の政務活動

費を知事に請求するものとする。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合

には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

、 、 。２ 知事は 前項の規定による請求があったときは 速やかに政務活動費を交付するものとする

３ 一四半期の途中において新たに会派が結成されたときは、第四条の二第一項の規定により会

派結成届が提出された日の属する月の翌月（その日が月の初日の場合は、当月）分以降の政務

活動費を当該会派に対し交付する。

４ 一四半期の途中において会派の所属議員数に異動が生じた場合には、当該会派に既に交付し

、 （ 、た政務活動費については その異動が生じた日の属する月の翌月 その日が月の初日の場合は

当月）分から調整する。

（収支報告書等）

第八条 会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報

告書（以下「収支報告書」という ）を毎年度終了日の翌日から起算して三十日以内に議長に。

提出しなければならない。

２ 会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が消滅した

日の属する月までの収支報告書を当該消滅した日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出

しなければならない。

３ 会派の代表者は、議長が別に定めるところにより、収支報告書に政務活動の実施内容を記載

した書面及び政務活動費による支出（第二条第一項の規定及び同条第二項の指針に従って行っ

た支出をいう。以下同じ ）を行った事実を証する領収書その他の書面（以下「領収書等」と。

いう ）の写しを添付しなければならない。この場合において、社会慣習その他の事情により。

領収書等を取得することが困難であるときは、政務活動費による支出の使途及び内容、金額、

相手方並びに年月日を記載した書面（以下「支払証明書」という ）の写しをもって領収書等。

の写しに代えることができる。

４ 会派の代表者は、第一項又は第二項の規定により提出した収支報告書並びに前項の規定によ

り提出した政務活動の実施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写しについて訂正

をしようとするときは、議長が別に定めるところにより、当該訂正に係る報告書（以下「訂正

報告書」という ）を議長に提出しなければならない 。。

５ 所属議員が一人の会派において、当該議員が死亡した場合における前各項の規定の適用につ

いては、これらの規定中「会派の代表者」とあるのは 「所属議員が一人の会派において、当、

該議員が死亡した場合にあっては、当該議員の相続人」とする。

（透明性の確保）

第九条 議長は、前条の規定により収支報告書及び訂正報告書並びにこれらに係る政務活動の実

施内容を記載した書面、領収書等及び支払証明書の写し（以下「収支報告書等」という ）が。

提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その

使途の透明性の確保に努めるものとする。
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（政務活動費の返還）

第十条 会派の代表者は、一四半期の途中において会派が消滅したときは、会派が消滅した日の

属する月の翌月（その日が月の初日の場合は、当月）分以降の政務活動費を速やかに返還しな

ければならない。

２ 会派の代表者は、一四半期の途中において会派の所属議員が減少し、交付を受けるべき政務

活動費の額が減少したときは、第六条の規定による通知を受けた後、当該四半期において既に

交付を受けた政務活動費の額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除

した額に相当する額を速やかに返還しなければならない。

３ 会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額からその年度において行

った政務活動費による支出の総額を控除して残余がある場合には、当該残余の額に相当する額

の政務活動費を返還しなければならない。

４ 所属議員が一人の会派に対して交付された政務活動費に係る第一項及び前項の規定による返

、 、 。還については 当該議員が死亡した場合にあっては 当該議員の相続人が返還するものとする

（収支報告書等の保存及び閲覧）

第十一条 第八条の規定により提出された収支報告書等は、これを受理した議長において、収支

報告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

２ 何人も、議長に対し前項の収支報告書等の閲覧を請求することができる。

３ 議長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る収支報告書等に記載されて

いる情報のうち、徳島県情報公開条例（平成十三年徳島県条例第一号）第八条第一号及び第二

号に掲げる非公開情報を除いたものを閲覧に供するものとする。

（委任）

、 、 。第十二条 この条例に定めるもののほか 政務活動費の交付に関し必要な事項は 議長が定める

附 則

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則（平成一九年条例第三〇号）

この条例は、公布の日から施行する。

附 則（平成二〇年条例第二四号）

１ この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付す

、 、 。る政務調査費について適用し 同日前に交付した政務調査費については なお従前の例による

附 則（平成二〇年条例第四一号）抄

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成二十年法律第六十九号）の施行の日又

はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

（施行の日＝平成二〇年九月一日）

附 則（平成二二年条例第一七号）

１ この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付す

、 、 。る政務調査費について適用し 同日前に交付した政務調査費については なお従前の例による
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附 則（平成二四年条例第八八号）

１ この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成二十四年法律第七十二号）附則第一条

ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成二五年三月一日）

２ 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付さ

れる政務活動費について適用し、同日前に改正前の徳島県政務調査費の交付に関する条例の規

定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附 則（平成二七年条例第五五号）

１ この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付さ

れる政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例に

よる。
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別表 政務活動に要する経費（第２条関係）

項 目 内 容

調査研究費 会派又は議員が行う県の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含む ）。

及び調査の委託に要する経費

研修費 １ 会派又は議員が行う研修会、講演会等（共同開催の場合を含む ）に要する。

経費

２ 団体等が開催する研修会（視察を含む 、講演会等への議員及び会派又は議。）

員の雇用する職員の参加に要する経費

広聴広報費 会派又は議員が行う県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情等 会派又は議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

活動費

会議費 １ 会派又は議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

２ 団体等が開催する意見交換会等の各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費 会派又は議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費 会派又は議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経

費

事務所費 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費 会派又は議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費
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徳島県政務活動費の交付に関する規程

（趣旨）

、 （ 。第一条 この規程は 徳島県政務活動費の交付に関する条例 平成十三年徳島県条例第二十六号

以下「条例」という ）に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。。

（会派結成届等）

第一条の二 条例第四条の二第一項に規定する会派結成届の様式は、様式第一号によるものとす

る。

２ 条例第四条の二第二項に規定する会派異動届の様式は、様式第二号によるものとする。

３ 条例第四条の二第三項に規定する会派解散届の様式は、様式第三号によるものとする。

（会派の通知）

第二条 条例第五条の規定による会派の通知の様式は、様式第四号によるものとする。

（政務活動費の請求）

第三条 条例第七条第一項の規定による政務活動費の請求の様式は、様式第五号によるものとす

る。

（収支報告書）

第四条 条例第八条第一項及び第二項の収支報告書の様式は、様式第六号によるものとする。

（訂正報告書）

第五条 条例第八条第四項の訂正報告書の様式は、様式第七号によるものとする。

（収支報告書等の写しの送付）

第六条 議長は、条例第八条の規定により提出された収支報告書等（条例第九条の収支報告書等

をいう。以下同じ ）の写しを、様式第八号により知事に送付するものとする。。

（証拠書類等の整理保管等）

第七条 会派の政務活動費経理責任者は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内

訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報

告書を提出すべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

（収支報告書等の閲覧）

第八条 条例第十一条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき

期限（訂正報告書を閲覧する場合にあっては、当該訂正報告書が議長に提出された日）の翌日

から起算して六十日を経過した日の翌日からすることができる ただし その日が県の休日 徳。 、 （

島県の休日を定める条例（平成元年徳島県条例第三号）第一条第一項各号に掲げる日をいう。

以下同じ ）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い県の休日でない日から閲覧。

をすることができるものとする。

２ 条例第十一条第二項の規定により収支報告書等の閲覧を請求しようとする者は、様式第九号

に必要な事項を記載しなければならない。

３ 条例第十一条第二項の規定による収支報告書等の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、

職員の勤務時間中にしなければならない。

- 132 -



４ 議長は、条例第十一条第三項の規定により収支報告書等を閲覧に供するときは、同項に規定

する非公開情報に係る部分を除いて当該収支報告書等を複写したものを閲覧に供するものとす

る。

附 則

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則（平成一八年議会規程第三号）

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則（平成二〇年議会規程第一号）

１ この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付す

、 、 。る政務調査費について適用し 同日前に交付した政務調査費については なお従前の例による

附 則（平成二〇議会規程第三号）

この規程は、公布の日から施行する。

附 則（平成二二年議会規程第一号）

１ この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務調査費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付す

、 、 。る政務調査費について適用し 同日前に交付した政務調査費については なお従前の例による

附 則（平成二五年議会規程第一号）

１ この規程は、平成二十五年三月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付さ

れる政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例に

よる。

附 則（平成二七年議会規程第一号）

１ この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

２ 改正後の徳島県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付さ

れる政務活動費について適用し、同日前に交付された政務活動費については、なお従前の例に

よる。
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（第１条の２関係）様式第１号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名

印代表者 ○

会 派 結 成 届

徳島県政務活動費の交付に関する条例第４条の２第１項の規定により，次のとおり届け出ま

す。

１ 会派の名称

２ 代表者の氏名

３ 政務活動費経理責任者の氏名

４ 所属議員数

５ 所属議員名簿 別紙名簿のとおり
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（第１条の２関係）様式第２号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名

印代表者 ○

会 派 異 動 届

徳島県政務活動費の交付に関する条例第４条の２第２項の規定により，次のとおり届け出ま

す。

１ 異動年月日

２ 異動内容

区 分 新 旧

会派の名称

代表者の氏名

政務活動費

経理責任者の

氏名

所属議員数

異動のあった (新たに所属した議員氏名) (所属議員でなくなった議員氏名)

所属議員氏名
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（第１条の２関係）様式第３号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名

印代表者 ○

会 派 解 散 届

徳島県政務活動費の交付に関する条例第４条の２第３項の規定により，次のとおり届け出ま

す。

１ 解散した会派の名称

２ 解散した年月日
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（第２条関係）様式第４号

年 月 日

徳島県知事

殿

徳島県議会議長

印□

会派結成等について（通知）

徳島県政務活動費の交付に関する条例第４条の２の規定により，会派結成届（会派異動届、

会派解散届）の提出があったので，同条例第５条の規定により通知します。
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（第３条関係）様式第５号

年 月 日

徳島県知事

殿

会派名

印代表者 ○

年度政務活動費請求書

徳島県政務活動費の交付に関する条例第７条第１項の規定により，次のとおり政務活動費を

請求いたします。

１ 金 円

ただし， 年 月分～ 年 月分（所属議員数 名）

（ 年 月分（所属議員数 名 ））

２ 所属議員の氏名 別紙名簿のとおり
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（第４条関係）様式第６号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名
印代表者 ○

年度政務活動費収支報告書

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第１項（第２項）の規定により，次のとおり，
年度政務活動費に係る収支を報告します。

１ 収入 （単位：円）

項 目 収入額

政 務 活 動 費

雑 入

合 計

２ 支出 （単位：円）

項 目 支出額

調 査 研 究 費

研 修 費

広 聴 広 報 費

要請陳情等活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 所 費

事 務 費

人 件 費

合 計

３ 残余 円
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（第５条関係）様式第７号

年 月 日

徳島県議会議長 殿

会派名
印代表者 ○

年度政務活動費収支報告書等訂正報告書

徳島県政務活動費の交付に関する条例第８条第４項の規定により， 年 月 日付けで提出
した 年度政務活動費収支報告書等について，次のとおり訂正します。

１ 訂正内容（該当する番号に○印を付けること ）。

⑴ 政務活動費収支報告書

⑵ 活動報告書兼領収書等添付票の写し

⑶ 支払証明書の写し

⑷ その他の支出証拠書類の写し（具体的な書類名 ）

２ 残余額（該当する番号に○印を付け，⑴の場合は金額を記載すること ）。

⑴ 訂正の結果生じた新たな残余額は， 円であり，返還する。

⑵ 新たに返還すべき残余額は，生じていない。

注 訂正内容については，政務活動費収支報告書及び活動報告書兼領収書等添付票，支払証明
書その他の支出証拠書類に次のとおり見え消しによる訂正を行ったものの写しを添付するこ
と。
１ ページの一部分の訂正の場合は，二重線により見え消し訂正し，議員（会派分にあって
は，会派の政務活動費経理責任者）の訂正印を押印すること。
２ ページ全体の訂正の場合は，ページ全体に斜線を記入する等，全体の抹消が明らかとな
る形で見え消しを行い，議員（会派分にあっては，会派の政務活動費経理責任者）の訂正
印を押印すること。
３ 余白に訂正年月日を記載すること。
４ ２回以上の訂正を行う場合は，訂正箇所と訂正時期が分かるようにそれぞれの訂正箇所
及び訂正年月日の前に （Ａ （Ｂ）等の記号を付すこと。， ），
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（第６条関係）様式第８号

年 月 日

徳島県知事

殿

徳島県議会議長

印□

政務活動費収支報告書等（写し）について（送付）

徳島県政務活動費の交付に関する規程第７条の規定により， 年度政務活動費収支報告

書等の写しを別添のとおり送付します。
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（第８条関係）様式第９号

政務活動費収支報告書等閲覧請求書

年 月 日

徳島県議会議長 殿

住所

氏名

閲覧を請求する収支報告書等

会 派 名 対 象 年 度 種 別

１ 収支報告書

２ 領収書等の写し

１ 会派使用分 ３ 支払証明書

２ （ ）議員使用分 ４ （ ）に係る

訂正報告書

注 １ 「会派名」欄は，会派名を記入するとともに，閲覧を請求する対象の番号に○印を付

し，議員使用分にあっては （ ）内に議員名を記入すること。，

２ 「種別」欄は，閲覧を請求する書類の番号に○印を付し，訂正報告書の閲覧を請求す

る場合にあっては （ ）内にいずれの書類に係る訂正報告書かを記入すること。，
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